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ෟଳ税は，ࠃ税通則法においてԆ税，ར子税及び加算税（աগ
申告加算税，無申告加算税，不納付加算税及びॏ加算税）として
原則的な取扱いが規定されているが，ଞの法においてもෟଳ税
の特例的な取扱いが規定されている。
Ԇ税及びར子税と比ֱすると，加算税については，ฏ12年に
各छの加算税に係る事務運営指針がൃݣされて以དྷ，度のվਖ਼
をܦ༝しているが，内༰は相当にෳࡶなものとなっている。さら
に，ۙ年における度ॏなる加算税のܰݮɾ加ॏ措ஔに係るվਖ਼は，
加算税制度をより一ෳࡶԽしているといえる。
そこで，ෟଳ税について，ݱ行の制度運用上のをূݕす
るとともに，実地ௐࠪが下しているݱঢ়を౿まえて，今後の
。していたͩいた౼ݕについてੑしにؔする方ݟ
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ᶆ，6�③，69）。
ɹෟଳ税制度の主な目的は申告納税制度のҡ
するたػにある。申告納税制度が適ਖ਼に࣋
めには，納税ऀによるਖ਼確かつࣗ主的な申告
と期限内納付が不Մ欠である。納税ऀがこれ
らのٛ務を適にཤ行しない場合に一定のܦ
的ෛ୲を課すことで，ਖ਼確な申告と期限内ࡁ
納付をଅし，制度の実ޮੑを୲อしている。

ᶙ Ԇ税及び利ࢠ税（ 2 ）の
֓ཁと目తなど

ʢ�ʣԆ税
ᶃ֓ཁ
ɹԆ税は，期限内申告書の提出により確定
したࠃ税を法定納期限までに納しない場合
，期限後申告書等の提出又は更ਖ਼ɾ決定に
よって納付すべきࠃ税が生じた場合等に課さ
れる（通法60①）。未納税額を課税ඪ४とす
るが，各छ加算税աଵ税は含まれない（通
法60①三）。法定納期限の翌日から納する
日までの期間の日に応じて計算される（通
法60②）。

ᶗ はじΊに

ɹຊߘでは，「ݱ行のෟଳ税制度の全ମ૾と
目的」を主として取り上げる。ෟଳ税制度
の全ମ的な࢟がѲできるよう，制度の基ຊ
的な内༰をମܥ的にཧしたい。さらに，ۙ
年実ࢪされたΠϯηϯςΟϒޮՌを含む加算
税のܰݮɾ加ॏ措ஔにؔするվਖ਼内༰にも৮
れながら考をਐめていきたい。

ᶘ ෟଳ税੍の֓ཁと目త

ɹෟଳ税とは，ຊ税（法人税，所得税，消費
税等）に付ਵする税のことである。ࠃ税通則
法は，Ԇ税，ར子税，աগ申告加算税，無
申告加算税，不納付加算税及びॏ加算税をෟ
ଳ税と定ٛしている（通法 2 ①四）。ෟଳ税
はຊ税の税額を基礎に算出され，ෟଳ税とい
うಠཱした税目は存ͤࡏず，ຊ税とಉ一の税
目にଐするࠃ税として扱われる（ 1 ）（通法60

特集 ͷෟଳ੫੍ͷߦݱ1
શମ૾ͱత
大内浩一◉税理士

（ 1 ）౦ژ地裁ฏ2�年 1 月15日判決（5A*NSɿ;777-2�03）。Ԇ税はその計算の基礎となる税額の税目のࠃ税
とされる（通法60ᶆ）ため，相続税に係るԆ税も連ଳ納付ٛ務（相法3�①）の対象となる「相続税」に含
まれる，とࣔしている。

（ 2 ）Ԇ税とར子税は，いずれも納税ٛ務のཱとಉ時に特別な手続を要さずに税額が確定する（通法15③ࣣ）。
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れる。
ɹར子税は，所得税，法人税及び消費税は年
7.3％，相続税又は贈༩税のԆ納は年6.6％（場
合により5.�％又は 6 ％），相続税の物納は年
7.3％の割合で課される。ฏ25年度税制վ
ਖ਼等で，特例基४割合が年7.3％未満の場合，
ར子税特例基४割合が適用されるなどの措ஔ
がઃけられ，ར子税の割合が引き下げられて
いる（措法93）。
ᶄతͳͲ
ɹར子税は，Ԇ納，物納又はԆ長期間中に課
されるຽ事における約定རଉに相当するもの
であり，期限内納付した納税ऀとのެฏੑを
อつことを目的とする。納付でない場合
に課されるため，Ԇ税とҟなり行上の制
裁ػはなく，法人税法上の損金算入所得
税法上の必要ܦ費算入が認められている。

ᶚ Ճࢉ税の֓ཁと目త

ɹ加算税制度は，申告納税制度及び収納付
制度の適ਖ਼な運用を目的とし，納税ऀの法令
९कのҙࣝ上とともに適ਖ਼な申告納付を
ଅす（ 6 ）。աগ申告加算税，無申告加算税，
不納付加算税，ॏ加算税の � छ類があり，申
告ɾ納付ٛ務の不ཤ行に対して課される。ѱ
࣭なӅณɾԾ行ҝには，ଞの加算税に代え

ɹݱ行のԆ税の割合は，納期限までの期間
又は納期限の翌日から 2 か月をܦաする日ま
では，年7.3％とԆ税特例基४割合に年 1
％を加算した割合のいずれかい方が適用さ
れる。 2 か月ܦա後は，年1�.6％とԆ税特
例基४割合に年7.3％を加算した割合のいず
れかい方が適用される（通法60②，措法9�
①）（ 3 ）。
ᶄతͳͲ
ɹԆ税は，期限内に申告ɾ納付した納税ऀ
とのެฏੑをอち，期限内納付をଅすことを
目的とする。ࢲ法上の債務ؔ係におけるԆ
རଉに相当し，納付Ԇに対するຽ事േ的な
ੑ࣭を࣋つ（ � ）。また，納税ٛ務の不ཤ行に
対する行上の制裁としてػし，法人税法
上の損金算入所得税法上の必要ܦ費算入は
認められていない。

ʢ�ʣརࢠ税
ᶃ֓ཁ
ɹԆ納，物納又は納税申告書の提出期限のԆ
長に係るࠃ税については，その期間中，ར子
税を納付しなければならない（通法6�①）。
Ԇ納は所得税，相続税及び贈༩税，納税申告
書の提出期限のԆ長は法人税，消費税（ 5 ）に
認められる。ར子税の計算期間中，Ԇ税は
課されない（通法6�②）。法定納期限の翌日
からԆ納又はԆ長期間の未納税額に対し課さ

（ 3 ）財務ল「ฏ25年度税制վਖ਼のղઆ」�56ท，�60ท。ฏ25年度վਖ਼では，当時の金རঢ়گを౿まえ，
事業ऀ等のෛ୲ܰݮの؍から，ฏ11年度վਖ਼以དྷ1�年ͿりにԆ税とར子税の割合が引き下げられた。
Ԇ税の年1�.6％の割合は，աڈのܦҢ等を౿まえ，「ૣ期納付をଅすための部分（年7.3％）」と「期限内納付
したऀとのެฏੑをਤるためのརଉ部分（通ৗのར子部分）（年7.3％）」とでߏされているものとされ，ຊ
վਖ਼では，ૣ 期納付をଅす部分をҡ࣋しつつ（年7.3％），通ৗのར子部分をࢢ中金རਫ४に合わͤてܰݮした。
ɹར子税は納付のঢ়ଶでない場合に課されるため，ૣ 期納付をଅす必要ੑにしく，ຊ則でも原則7.3％（通
ৗのར子部分）ͩった。そのため，վਖ਼後のར子税はԆ税の通ৗのར子部分とಉ等の割合（特例基४割合）
となった。

（ � ）金子ʰે税法（ୈ2�൛）ɦ �9�ท（߂จಊɾ令和 3 年）。
（ 5 ）「法人税の申告期限のԆ長の特例」の適用を受ける法人で，「消費税申告期限Ԇ長ಧ出書」を提出した場合。
（ 6 ）金子ɾ前ܝ注（ � ）90�ท。
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てॏ加算税が適用される。

ʢ�ʣաগ申告Ճ算税
ᶃ֓ཁ
ɹաগ申告加算税は，期限内申告書（還付請
求申告書を含む。）の提出後，मਖ਼申告書の
提出又は更ਖ਼があった場合に課される。納税
ऀは，मਖ਼申告又は更ਖ਼に基づく納付税額に
対し10％（期限内申告額と50ສ円のいずれか
ଟい額を超える部分は15％）の割合で計算さ
れた額を課される（通法65①②）。たͩし，
ௐࠪ通後かつ更ਖ਼༧前のमਖ਼申告の場合
は 5 ％（期限内申告税額と50ສ円のいずれか
ଟい額を超える部分は10％）となる（通法65
①）。納付すべき税額のうち，ਖ਼当なཧ༝が
あると認められる事実に基づく税額にաগ申
告加算税は課されない（通法65ᶇ）。また，
更ਖ਼༧前かつௐࠪの事前通前のमਖ਼申告
の場合も課されない（通法65ᶈ）。
ᶄత
ɹաগ申告加算税は，適ਖ਼申告ऀとաগ申告
ऀとの間のެฏੑをҡ࣋し，աগ申告ऀに対
し，一定のࡁܦ的ෛ୲を課すことで，不適
な行ҝをࢭしている。
ɹ判例では，そのझࢫについて，「աগ申告
による納税ٛ務ҧの事実があればɺ原則と
してそのҧऀに課されるものでありɺこれ
によってɺ当ॳから適ਖ਼に申告し納税した納
税ऀとの間の؍٬的不ެฏの実࣭的なੋਖ਼を
ਤるとともにɺաগ申告による納税ٛ務ҧ
のൃ生をࢭしɺ適ਖ਼な申告納税の実ݱをਤ
りɺもって納税の実をڍげようとする行上

の措ஔである。」（ 7 ）とࣔしている。また，別
の判例では，「աগ申告加算税はɺॏ加算税
とともにɺ申告ٛ務の適ਖ਼なཤ行を確อしɺ
申告納税制度の定ணをਤるためのࡁܦ的ෛ୲
でありɺॲേないし制裁の要ૉはগないがɺ
いずれもɺաগ申告に対してࡁܦ的不རӹを
༩えるものであるからɺաগ申告に対する行
上の制裁としての໘を༗する。」とした上
で，「ॏ加算税（ࠃ税通則法6� 1 ߲）とは
ҟなりɺաগ申告加算税は納税ऀのѱ࣭ੑに
対する制裁ではなくɺ適ਖ਼な申告を୲อする
ことを目的とする。」（ � ）とࣔしている。

ʢ�ʣແ申告Ճ算税
ᶃ֓ཁ
ɹ期限後申告書の提出もしくは決定があった
場合，又は期限後申告書の提出もしくは決定
後にमਖ਼申告もしくは更ਖ਼があった場合，そ
の申告，更ਖ਼又は決定に基づく納付税額に15
％（50ສ円超300ສ円以下の部分は20％，300
ສ円超の部分は30％（ 9 ））の割合で課される

（通法66①②③）。たͩし，期限内申告書の提
出がなかったことにਖ਼当なཧ༝がある場合は
課されない（通法66①）。
ɹ期限後申告又はमਖ਼申告が，ௐࠪ通以後
かつௐࠪによる更ਖ਼又は決定を༧ͤずにな
された場合は10％（50ສ円超300ສ円以下の
部分は15％，300ສ円超の部分は25％）の割
合にܰݮされる（通法66①②③）。
ɹ期限後申告書の提出が，ௐࠪによる決定を
༧ͤずになされた場合において，期限内申
告のҙࢥがあったと認められる一定の場

（ 7 ）౦ژ高裁ฏ19年 2 月1�日判決ɾ税資257߸-2�（ॱ߸10633）（5A*NSɿ;257-10633）。
（ � ）౦ژ高裁ฏ1�年 � 月26日判決ɾ税資256߸-11�（ॱ߸1037�）（5A*NSɿ;256-1037�）。
（ 9 ）財務ল「令和 5 年度税制վਖ਼のղઆ」620ท。ࣾձ通೦上申告ٛ務を認ࣝしていなかったとはݴいい規

の高額な無申告について，納税額が300ສ円を超える部分に対し無申告加算税の割合が30％に引き上げられた。
この措ஔは，申告納税制度のࠜװを༳るがすॏେなҧである無申告行ҝをࢭし，ળྑな納税ऀのެฏײ
をҡ࣋する؍からઃけられた。
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合（10）で，かつ法定申告期限から 1 か月をܦ
աする日までに申告書を提出した納税ऀに無
申告加算税は課されない（通法66ᶋ，通令27
の 2 ）。ɹ
ᶄత
ɹ無申告加算税は，納税ऀに法定申告期限内
の確実な申告をଅし，期限内に適ਖ਼な申告を
行ったऀと行わなかったऀとのެฏੑをอつ
ことを目的とする。աগ申告加算税より高い
割合がઃ定されているのは，申告納税制度に
おいて期限内の申告書提出をまずॏࢹすべき
という考えに基づく。申告期限における申告
書提出の༗無によりաগ申告加算税と無申告
加算税を区別し，割合にࠩをઃけている（11）。

ʢ�ʣ不ೲՃ算税
ᶃ֓ཁ
ɹݯઘ収等によるࠃ税が法定納期限までに
納されなかった場合，納税の告に係る税
額又は法定納期限後に当֘告なしで納付さ
れた税額の10％が収される（通法67①）。
たͩし，法定納期限までに納付しなかったこ
とにਖ਼当なཧ༝がある場合は除く（通法67
①）。
ɹݯઘ収等によるࠃ税が告なしで法定納
期限後に納付され，その納付がௐࠪによる告
を༧ͤずになされた場合，不納付加算税
は 5 ％となる（通法67②）。法定納期限まで
に納付するҙࢥがあり，かつ 1 か月をܦաす
る日までに納付された場合は課されない（通
法67③）。
ᶄత
ɹ不納付加算税は，ݯઘ収ٛ務ऀに収し

た税金の確実な納付をଅし，適ਖ਼に納付ٛ務
をཤ行したऀとଵったऀとの間のެฏੑをอ
つことを目的とする。
ɹ判例では，「ݯઘ収によるࠃ税を法定納
期限までに納しなかったݯઘ収ٛ務ऀに
課されɺこれによりݯઘ収制度の適ਖ਼な運
用の実ݱをਤるもの」（12）とࣔしている。

ʢ�ʣॏՃ算税
ᶃ֓ཁ
ɹॏ加算税は，納税ऀが課税ඪ४等又は税額
等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を
ӅณɾԾし，そのӅณɾԾに基づき申告
納付を行った場合に課される。これはաগ
申告加算税，無申告加算税，不納付加算税に
代わるよりॏい制裁的措ஔである。

（Π）աগ申告加算税に代わるॏ加算税
ɹௐࠪによる更ਖ਼༧前を除き，ӅณɾԾ
に基づくաগ申告の場合，基礎となる税額の
35％が課される（通法6�①）。

（ϩ）無申告加算税に代わるॏ加算税
ɹௐࠪによる更ਖ਼又は決定༧前等を除き，
ӅณɾԾに基づく無申告又は期限後申告の
場合，基礎となる税額の�0％が課される（通
法6�②）。

（ϋ）不納付加算税に代わるॏ加算税
ɹਖ਼当なཧ༝がある等一定の場合を除き，Ӆ
ณɾԾに基づく期限内未納付の場合，基礎
となる税額の35％が収される（通法6�③）。
ᶄྩ �税੍վਖ਼にΑるඋ
ɹաগ申告加算税ɾ無申告加算税に代わるॏ
加算税の適用対象に，「Ӆณしɺ又はԾさ
れた事実に基づき更ਖ਼請求書を提出していた

（10）「一定の場合」とは次のいずれにも֘当する場合である。①աڈ 5 年間，ಉ税目で無申告加算税又はॏ加算
税が課されたことがなく，かつաڈにこの不適用制度をར用していないこと。②期限後申告書に係る税額が，
法定納期限までに全額納付，又は納付受ୗऀにࢧわれていること。

（11）税制ௐࠪձ「ࠃ税通則法の制定にؔする申（税制ௐࠪձୈ二次申）及びそのઆ໌」19ท（ত和36年 7 月）。
（12）౦ژ高裁令和ݩ年11月27日判決ɾ税資269߸-121（ॱ߸133��）（5A*NSɿ;269-133��）。
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場合」が加された（通法6�①②）。ैདྷ，
更ਖ਼の請求でՍۭの領収書等によるӅณɾԾ
行ҝが行われても，ॏ加算税が適用されな
い事例があり，これをࢭするため適用対象
が֦େされた（13）。
ᶅత
ɹॏ加算税制度は，ӅณɾԾによる税行
ҝをࢭし，適ਖ਼申告ɾ納付を行った納税ऀ
と，ѱ࣭な手ஈで納税ٛ務ҧをਤった納税
ऀとの間のެฏੑをอつことを目的とする。
ɹ「ӅณɾԾ」について，判例においては，

「事実のӅณとはɺ売上除֎ɺূڌ書類のഇ
等ɺ課税要݅に֘当する事実の全部又は一غ
部をӅすことをいいɺ事実のԾとはɺՍۭ
仕入ɾՍۭ契約書の࡞ɾଞ人໊ٛのར用等ɺ
存ࡏしない課税要݅事実が存ࡏするようにݟ
ֻͤけることをいう」（1�）とされている。また，
別の判例では，（աগ申告加算税に代わる）
ॏ加算税制度のझࢫについて，「納税ऀがա
গ申告をするにつきӅい又はԾという不
ਖ਼手ஈを用いていた場合に（ུ）աগ申告加
算税よりもॏい行上の制裁を課すことに
よってɺѱ࣭な納税ٛ務ҧのൃ生をࢭしɺ
もって申告納税制度による適ਖ਼な税の実ݱ
を確อしようとする」（15）とࣔしている。

ᶛ Ճࢉ税のܰݮɾՃॏાஔに
係るվਖ਼༰

ɹۙ年，加算税にؔするॏ要なվਖ਼が実ࢪさ
れている。まず，ࠃ֎財産ௐ書（ฏ2�年度）
と財産債務ௐ書（ฏ27年度）のઃにい，
ௐ書の記ࡌɾ提出ঢ়گに応じたաগ申告加算

税等のܰݮɾ加ॏ措ஔがಋ入された（ࠃ֎ૹ
金等ௐ書法）。その後も，加算税制度のܰݮɾ
加ॏ措ஔは֦ॆされ，制裁的ଆ໘をڧԽしつ
つ，「༏ྑなి子帳簿」の制度ී及などもਪ
ਐされた（ి帳法）。以下，ฏ2�年度以߱
の加算税のܰݮɾ加ॏ措ஔのվਖ਼内༰を確認
する。

ʢ�ʣؒظに繰Γฦͯ͠ແ申告ຢӅณɾԾ
がߦΘΕͨ場合のແ申告Ճ算税のՃ
ॏાஔʢฏ��վਖ਼ʣ

ɹ期限後申告もしくはमਖ਼申告（更ਖ਼༧に
よるものに限る。）等があった場合，աڈ 5
年以内にಉ税目で無申告加算税（更ਖ਼༧に
よるものに限る。）又はॏ加算税を課された
ことがあるときは，無申告加算税（15％，20
％）又はॏ加算税（35％，�0％）の割合に10
％を加算する措ஔがߨじられた（通法66ᶈ一，
6�ᶆ一）。
ɹこのվਖ਼は，ैདྷの無申告加算税等の割合
が回にかかわらず一の割合であったた
め，ҙਤ的に無申告又はӅณɾԾを繰りฦ
すケースがଟくݟられたことに対応し，ѱ࣭
な行ҝをࢭする؍からઃけられた（16）。

ʢ�ʣ༏ྑͳిࢠாに係るաগ申告Ճ算税の
ાஔʢྩݮܰ �վਖ਼ʣ

ɹ「༏ྑなి子帳簿」に記された事߲にؔ
するमਖ਼申告又は更ਖ਼の場合，申告࿙れに課
されるաগ申告加算税の割合を 5 するݮܰ％
措ஔがઃけられた。たͩし，税額計算の基礎
となる事実にӅณɾԾがあるときは適用さ
れない（ి帳法 � ᶆ）。

（13）財務ল「令和 6 年度税制վਖ਼のղઆ」�33ท。令和 7 年 1 月 1 日以߱に法定申告期限等が౸དྷするࠃ税から
適用。

ౡ高裁令和（�1） 2 年12月16日判決ɾ税資270߸-139（ॱ߸13�99）（5A*NSɿ;270-13�99）。
（15）େࡕ高裁令和 2 年 1 月2�日判決ɾ税資270߸-12（ॱ߸13372）（5A*NSɿ;270-13372）。
（16）財務ল「ฏ2�年度税制վਖ਼のղઆ」�7�ท。
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ɹこの措ஔは，記帳ਫ४上の؍から，事
後ূݕՄੑが高く一定の要݅を満たすి子
帳簿はܦཧޡりのੋਖ਼が༰қなڥをえて
いるとみなし，最限の要݅のみを満たすి
子帳簿とのࠩ別Խをਤり，そのී及をଅਐす
るためにઃけられた。ຊ措ஔは「༏ྑなి子
帳簿」ਪਐのΠϯηϯςΟϒ措ஔであり，上
記の適用除֎規定はそのझࢫにԊったもので
ある（17）。

ʢ�ʣి࣓తهに係るॏՃ算税のՃॏાஔ
ʢྩ �վਖ਼ʣ

ɹి࣓的記に記された事߲にؔし，Ӆณɾ
Ծされた事実に基づく申告࿙れ等について
課されるॏ加算税を10％加ॏする措ஔがઃけ
られた（ి帳法 � ᶇ，消法59の 2 ）。
ɹこれは，ి子的にอ存された取引ؔ係書類
が，ࢴのอ存と比べてෳɾվ͟Μが༰қで
ࠟも残りにくい特ੑを考ྀし，こうした行
ҝをࢭする؍からߨじられた措ஔであ
る（1�）。

ʢ�ʣهாਫ४上のͨΊのաগ申告Ճ算税
のՃॏાஔʢྩ �վਖ਼ʣ

ɹ期限後申告もしくはमਖ਼申告等があり，納
税ऀが一定の帳簿の提ࣔ又は提出（以下，「提
ࣔ等」という。）を求められたࡍ，提ࣔ等を
しなかったとき，又は提ࣔ等された帳簿の記
がஶしく不十分もしくは不十分な場合，աࡌ
গ申告加算税又は無申告加算税の割合を10％
又は 5 ％加ॏする措ஔがߨじられた（通法65
ᶆ，66ᶇ）。
ɹこの措ஔは，記帳及び申告のٛ務を適ਖ਼に

ཤ行する納税ऀとのެฏੑ確อ，記帳ਫ४の
上，記帳ٛ務の適ਖ਼ཤ行の୲อ，及び帳簿
の不อ存記ࡌ不උのࢭを目的とする。全
ମの納税ٛ務ऀ中，帳簿不อ存ɾ記ࡌ不උの
事業ऀの割合はۇগͩが，こうした事業ऀの
所得Ѳが十分に行えない不ެฏにも配ྀし
たվਖ਼となっている（19）。

ʢ�ʣҰఆؒظ繰Γฦ͠ߦΘΕるແ申告ߦҝに
ର͢るແ申告Ճ算税のՃॏાஔʢྩ
�վਖ਼ʣ

ɹ期限後申告もしくはमਖ਼申告（ௐࠪ通前
かつ更ਖ਼༧前のものを除く。）等があり，
前年及び前ʑ年のࠃ税で無申告加算税又はॏ
加算税（無申告加算税に代わるものに限る。）
を課されたऀの更なる無申告行ҝに対し，無
申告加算税又はॏ加算税を10％加ॏする措ஔ
がඋされた（通法66ᶈ二，6�ᶆ二）。
ɹこの措ஔは，上記（1）の措ஔが一度にੋਖ਼
する場合に適用されないこと等を౿まえてઃ
けられた。ҙਤ的に無申告行ҝを繰りฦすऀ
に対するݗ制ޮՌが限定的であったため，繰
りฦし行われるѱ࣭な無申告行ҝをࢭする
ため，より実ޮ的な措ஔのඋを目的として
いる（20）。

ᶜ 後に࠷

ɹෟଳ税制度は申告納税制度を適ਖ਼にػさ
ͤ，ࣗൃ的な納税ٛ務のཤ行をଅਐし，納税
ऀ間のެฏੑを確อしている。また，適ਖ਼に
納税ٛ務をཤ行したऀとそうでないऀとの間

（17）財務ল「令和 3 年度税制վਖ਼のղઆ」971ท-972ท。
（1�）財務লɾ前ܝ注（17）9�3ท。
（19）財務ল「令和 � 年度税制վਖ਼のղઆ」762ท。
（20）財務ল「令和 5 年度税制վਖ਼のղઆ」621ท-622ท。なお，（1）と（5）の྆加ॏ措ஔの要݅に֘当しても，加

ॏ割合は20％にはならない。
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のࡁܦ的ෛ୲のόϥϯスをௐする割もՌ
たしている。制裁的な໘では，ར子税は約定
རଉ的ੑ࣭を࣋つ一方，Ԇ税加算税は申
告納税制度のடংҡ࣋のྗࢭとしてػ
し，納税ٛ務の適時ɾ適ਖ਼なཤ行をଅしてき
た。加えて，ෟଳ税制度は納税ऀのࣗ主的な
मਖ਼申告，期限後申告，期限後納付に対し，
ঢ়گに応じて加算税のܰݮɾ໔除措ஔを適用
している。これにより，納税ऀがࣗらޡりを
ੋਖ਼する行動をଅਐし，ίϯϓϥΠΞϯスҙ
ࣝの上をਤっている（21）。
ɹ一方，度ॏなるվਖ਼による制度のෳࡶԽは，
さࡶ行制度の課となっている。制度のෳݱ
により，制度にৄしくない納税ऀのྗࢭ
がऑまり，ޮ Ռが限定的になるおそれがある。
ෟଳ税制度がよりޮՌをൃشするためには，
納税ऀのཧղをଅすことが必要であり，पɾ

動を通じて納税ऀがཧղしすいใ׆ใ
を提ڙすることが求められる。
ɹ制度がその目的にԊったޮՌを上げるに
は，継続的な評価とվળが不Մ欠である。特
に，ࡢ今ಋ入されているΠϯηϯςΟϒޮՌ
をҙਤした加算税のܰݮɾ加ॏ措ஔについて
は，納税ऀの行動変༰納ঢ়گվળのޮ
Ռをଌ定し，制度のझࢫと合ੑのあるՌ
が生じているかをূݕする必要がある（22）。
そして，その݁Ռを次のվਖ਼に׆かしていく
ことが求められる。
ɹ今後もෟଳ税制度のվਖ਼վળが継続的に
ਐめられることで，ެฏでޮ的な税制の実
が期される。ಉ時に，納税ऀの制度のݱ
ཧղとྗڠがਂまることで，税務行の円
な運営が一ਐలしていくものと考える。

（21）ຊஉ「加算税制度にؔするएׯの考」1��ท（税務େֶߍ1�߸ɾত和56年11月）。
（22）֟原উ一「加算税制度が納税ऀの税務ίϯϓϥΠΞϯスに及΅すӨڹ」7�ท（税務େֶߍ105߸ɾ令和

� 年 6 月）。
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るならࢲもそういうٞがしたいとࢥったこ
ともある。
ɹࡏݱの加算税等のෟଳ税に係る制度の基ຊ
的な部分は，ত和22年，ত和37年のվਖ਼に係
るٞの上でߏஙされている。しかし，その
制度も，長い年月をܦて，制度の対象となる
実ଶそれにうࣾձ通೦などの変Խにࡁܦ
より，ۙ年，実ࡍに生じている「ެฏײをେ
きく損なうような」行ҝに対して必ずしも十
分にػできていないがগなからずあると
にはकൿٛ務があるため，個別のہう。当ࢥ
事例として，ެにするのは૪ু事例などۃめ
て一部に限定されるものの，そのػ不全の
領Ҭは，ۙ年どΜどΜ֦େしているというの
が，ௐࠪݱ場をݧܦしているଟくのऀのࢥい
ͩΖう。
ɹ一般の納税ऀがれば，「ެฏײをେきく
損なうような」݁ՌとなりかͶないこれらの
ケースが，無ࢹできないఔ度に૿加ɾ֦େし
ていくにࢸっては，当ہとしては，ެฏײを
ҡ࣋するために，そのੋਖ਼に取りむことと
なる。しかし，ݱ代ࣾձは，ഊઓ後す͙のよ
うにൈຊ的な税制のݟしがڐ༰されるよう
な時代ではない。དྷ年でઓ後�0年をܴえよう
とする長いࡀ月の間，େなの取引がੵみ
ॏͶられてきたࡏݱ，ࡦ税制ですらそのվ
ഇにٞඦ出するなかで，税務手続上のΠϯ
ϑϥとݴうべきαϯΫγϣϯのみを変

はじΊに

ɹいくつかのվਖ਼については，ࣗࢲが୲当
さͤていたͩいたものであるが，ۙ年，加算
税を中৺にෟଳ税納税ڥを८る税制վਖ਼
が続いており，ࢴ໘等で税ཧֶ࢜ऀ等の一
部のઌ生方から༷ʑな͝指ఠをଷしてい
る。
ɹ今般，加算税を中৺としたෟଳ税に係るこ
れまでのݟしと今後のٞについて，個人
的なݟղでいいのでߘدして΄しいというお
をଷしたので，くまで，個人的なݟղ
ଊえ方ではあるが，記ࡌしてみたいとࢥう。
これは，当時又はࡏݱの৫としてのެ式ݟ
ղではなく，くまで，当時のվਖ਼の୲当を
し，またݱ場でଟくの事Ҋを目の当たりにし
たݧܦを౿まえたࢲ個人としてのݟղである
ことをまずは໌記さͤてきたい。
ɹۙ年の加算税を中৺としたෟଳ税のݟし
についていている͝指ఠは，େ別すると二
つに分かれるのではないかとࢥう。一つは，
ෟଳ税，特に加算税制度はෳࡶになっている
という指ఠであり，もう一つは，特に加算税
について，ݟすなら，もっとൈຊ的にݟ
すべきͩという指ఠである。͝指ఠの部分に
ついては，͝もなとこΖもଟく，Մであ

特集 2ෟଳ੫ʹؔ͢Δ
ͷٞޙࠓ
দࣚརޛ◉౦ࠃژ税ہɹௐࠪୈҰ෦
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行ҝのαϯΫγϣϯは実ݱしないこととな
るͩΖう。そのようなΞϓϩーνは，ཧ的
ではあるものの，いつ実ݱできるかݟ当もつ
かなくなり，݁Ռ的に「ެฏײをେきく損な
うような」行ҝを์ஔͤ͟るを得ない期間が
長く続くこととなるͩΖう。そのしわͤدは，
を越えられない実な納税ऀとएऀୡのڥࠃ
ෛ୲となる。
ɹそうなるのであれば，むしΖ，ݱ行制度で
は݀となり，実ࡍにىきている「行ҝ」を一
つ一つ類ܕԽし，ੈにい，αϯΫγϣϯの
対象Խにしていく。その్中աఔでは，制度
がෳࡶԽしているとの൷判を受けるかもしれ
ないが，まずはこのような「となるΧς
ΰϦーを一つ一つృり௵していく」というΞ
ϓϩーνを続け，どこかのλΠϛϯάで，ط
にృり௵されてきたいくつかのΧςΰϦーを
納法的に一般Խすれば，一度に৽たにෛ୲ؼ
૿となる納税ऀを限定的にえつつ，ࡁܦ実
ଶの変Խ等対応しながら「ެฏײをେきく
損なうような」行ҝをੋਖ਼することができ，
適当ではないかと考えている。

ે税ݖ࠴を確認するたΊの
情ใのΞΫηγϏϦςΟ

ɹۙ年の加算税を中৺とするෟଳ税ؔ係のվ
ਖ਼について，一つの֓೦で括ることはしい。
しかし，一部を除き，あるఔ度共通してݴえ
ることは，ે税債権を༗するࠃଆ（ศٓ的に

「当ہ」とදݱする）におけるࣗݾがอ༗す
る債権のਖ਼しい内༰を確認するためのใ
のΞΫηγϏϦςΟ上の課をղ消すること
が，େきなの一つとなっているとݴえる
のではないかと考える。
ɹે税債権は，ຽ法のӨڹを受けてかଟくの
を課していূڍ債権とಉ༷，債権ऀにࢲ
る。しかし，ଟくのࢲ債権とҟなり，ે税債
権ऀである当ہは，その債権の存否ൃ生の

え，それまで一定以上のෛ୲をෛうことのな
かったいくつかの納税ऀΧςΰϦー（ԾにB，
C，ʜFとする）に対して，まとめてै前よ
りॏたいෛ୲制裁を課すには৻ॏなٞと
ίϯηϯαスのܗが必要となるͩΖう。
ɹԾに，ॏ加算税の৽しいみとして，「Ծ
ɾӅณ」に比ݞする，一ஈのෛ୲を求める
αϯΫγϣϯの対象となる৽たなΧςΰϦー

（B，C，ʜF）をแ括するʠ৽たな一般的な֓
೦9ʡをܝげ，それに֘当すれば，まとめて
৽しいॏ加算税の対象ͩ，ということになれ
ば，非ৗにཚなٞͩと͝൷判を受けるこ
ととなるͩΖう。まずは，ݱ行制度ではなか
なかॏ加算税の対象にならないが，課税上の
，不ެฏײをॿ長しかͶないB ʙ Fのケー
スを۩ମ的に一つ一つ特定し，り出し限定
して，事例をࣔし，ࠃຽのཧղと納得を求め
ていく必要がある。۩ମ的には，それͧれの
ケース͝とにؔ係するスςーΫϗϧμーɾஂ
ମ等とஸೡなҙݟௐを行い，当֘ஂମ等か
ら提ࣔされるݒ೦について，一つ一つ১
し，मਖ਼を行い，ཧղをੵみ上げていくべき
ͩとࢥう。
ɹۙ年のෟଳ税のվਖ਼について，「制度がෳ
「。した方がྑいݟԽしている。ൈຊ的にࡶ
と指ఠするஂମであっても，当ہからʠ৽た
な一般的な֓೦9ʡの提ࣔがなされれば，݁
のܕに対して対象となる۩ମ的な類ہ当，ہ
されڍを求めるͩΖうし，その時でྻڍྻ
るͩΖう類ܕB ʙ F以֎は，基ຊ的に，༰қ
には対象とならないことについて確認を求め
るͩΖう（そうなれば，その後に続くࣾձܦ
の変Խにい生じるͩΖう৽たな不ެฏにࡁ
また対応できなくなるݒ೦はେきくなるかも
しれない）。
ɹこのように，༷ʑな類ܕの行ҝを対象とし
て，แ括的にଟくのछ類の納税ऀに対して，
৽たなෛ୲を求めるようなΞϓϩーνでは，
「をେきく損なうようなײฏެ」のとこΖہ݁
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事実，その債権内༰のʠਖ਼しさʡを確認する
ためのใを一ٛ的には༗していない。この
ため，ે 税債権の債権ऀたる当ہにとっての，
อ༗債権に係るใのΞΫηス手ஈとして
は，法令上，େ別すると以下の四つのνϟϯ
ωϧがある。

①確定申告などによる納税申告
②法定ௐ書などによるใ申告（ຊ人又は

取引相手等によるもの）
③税務ௐࠪにおける࣭ࠪݕ権の行（ຊ

人又は取引相手等に対して行うもの）
ᶆ法定ࠪにおける࣭ࠪݕ権の行

ɹそして，ે税債権の基礎となる取引のൃ生
のλΠϛϯάと，債権ऀたる当ہによる債権
の存否ɾ内༰確認のλΠϛϯάの時間的
Ϊϟοϓをຒめるための基൫として債務ऀに
求めているのが帳簿書類等のอ存制度である
とݴえる。

当ہとೲ税者とのؒの税
情ใのࡏりํのϓϩτλΠϓ

ɹ帳簿อ存制度として，最ॳにܝげられるの
は，青色申告制度である。ຊ制度がઃされ
たত和25年当時のે税債権ऀたる当ہと債務
ऀたる納税ऀとのؔ係のै前のϓϩτλΠϓ
は，以下のようなものではないͩΖうか。
ɹ事業所ళฮɾాാなどがあり，取引に当
たってのจ書の必要事߲は，ϖϯで記入され，
書໘でަ付される。帳簿も，ϖϯ書き，そΖ
ばΜిで計算される。当֘帳簿書໘は，
事業所ళฮɾࣗの書୨等にอ存されてい
る。
ɹฏ10年に，ి子帳簿อ存法が制定され，
度ʑվਖ਼されたが，くまで，ࢴอ存が原則
であって，ి子的なอ存は特例的措ஔにա͗
ない。
ɹこういうϓϩτλΠϓを前提とすると，
となるのは，

✓適ਖ਼な内༰の申告がなされているか否か
（上記①の申告内༰のਖ਼しさが）
✓取引内༰をදす書類等はਖ਼しくอ存され
ているか（上記③で提ڙされるใ内༰
のਖ਼しさが）

となる。このような時代下における加算税の
ҙٛは，「申告ٛ務および収納付ٛ務が適
ਖ਼にཤ行されない場合に課されるෟଳ税」と
આ໌することで֓ͶりるͩΖう。

ۙ年のվਖ਼

ʢ�ʣࣄલ௨ޙのमਖ਼申告のՃ算税のො課
に͍ͭͯ

ɹฏ2�年度վਖ਼により，事前通後のमਖ਼
申告等の提出に加算税を課すようになった。
これは，ฏ23年度վਖ਼で事前通がٛ務Խ
された後に，ௐࠪݱ場から「事前通をした
らɺす͙に（ண手前に）मਖ਼申告がなされる
ケースが目にݟえて૿加した」というใ告が
上がったことを౿まえた措ஔである。
ɹこのվਖ਼でとなったのは，上記の「①
確定申告などによる納税申告」の手続きに係
る課であるが，ϙΠϯτはใの内༰のਖ਼
しさのみではない。ʠ当ہからλーήςΟϯ
άされるまでʡは，ਖ਼しいใ提ڙをしない
という選択的行動が૿加したと認ࣝされるに
もかかわらず，αϯΫγϣϯの対象から除֎
されていたというである。

ʢ�ʣ財産࠴ௐॻに係るՃ算税のՃݮ算の
ાஔ

ɹ財産債務ௐ書ࠃ֎財産ௐ書等とのؔ連で
ઃけられた加算税の加ݮ算の措ஔは，税務ؔ
係ใに係るใ申告の制度のॆ実Խɾ適ਖ਼
Խをਤることにより，ຊདྷの申告納税手続の
適ਖ਼ੑを上さͤようというものであり，上
記の「②法定ௐ書などによるใ申告（ຊ人
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又は取引相手等によるもの）」に係る措ஔで
ある。
ɹ後ड़するୈ三ऀからの法定ௐ書制度とಉ
༷，申告納税額に݁しないใ申告は，ۃ
限られたの納税ऀに対する税務ௐࠪのػձ
を除き，ે税債権の内༰とਖ਼確ੑを確かめる
ज़を࣋たない債権ऀである当ہにとって，納
税申告の適ਖ਼ੑを୲อする上でॏ要なใ入
手νϟϯωϧとなっている。
ɹ今後，ܦཧใ税務ؔ係手続がσδλϧ
Խされ，ϚΠφϙーλϧ連ܞなどがਐΜでい
くとݟ通されるなかで，法定ௐ書を含むใ
申告は，より一そのॏ要ੑが૿していくと
期される。このվਖ਼は，こうした変Խのな
かで，ใ申告制度がैདྷの納税申告手続の
ิ的なҐஔづけでしかなかったঢ়گから
し，適ਖ਼ެฏな課税を୲อするためにそのॏ
要度を一高く評価したというҙٛを༗する
。しであると考えるݟ

ʢ�ʣ���ສԁのແ申告ࣄҊɼ不هாɾ不อ
ଘに係るՃ算税のՃॏાஔ

ɹ300ສ円超の無申告に係る加算税の加ॏ措
ஔと，不記帳ɾ不อ存に係る加算税の加ॏ措
ஔは，そのվਖ਼झࢫに一つの共通がある。
それは，どΜなにࠅい内༰の当ॳ申告（無申
告）事Ҋであったとしても，ԾɾӅณさえ
Ѳされなければॏ加算税のような加ॏ措ஔ
を回ආできるといったঢ়گ下において，事Ҋ
全ମを၆ᛌして，ଞのળྑな納税ऀの「ެฏ
，をେきく損なうような」事Ҋである場合はײ
その݁Ռを౿まえて，ʠԾɾӅณのѲʡ
をհすることなく，加算税を加ॏすることを
Մとしたというものである。
ɹ納税額が300ສ円超となるための課税ϕー
スは，税目のԿをわず非ৗにେきなࡁܦ
的རӹのՔ得が前提となっている。また，ௐ
ࠪにより収入金額が1.5ഒ以上になるという
ことは，څ༩所得ऀでݴえば， � か月分以上

の収入がัଊされていないということをҙຯ
する。しかし，そういう事ҊであってもԾɾ
Ӆณの行ҝをѲするということは༰қでは
ない。
ɹ税務ௐࠪ，課税ॲ分のہ໘において，ྗڧ
な権限を༗するࠃは，੬ऑな納税ऀをकる؍
から，通ৗよりॏたいॲ分，権རのണୣを
するような場合は，ଟେな手をֻけること
となっている。当然そうあるべきͩと考える。
ɹしかし，そういうみをٯ手にとって，
一般のળྑな納税ऀには，౸ఈཧղ共ײで
きないような，ଟ額の無申告事Ҋ不記帳ɾ
帳簿不อ存の事Ҋであっても，ॏ加算税のॲ
分を໔れるため，必要な帳簿書類のࠪݕにۃ
ྗ応じないという対応はଟくݟࢄされる。
1Cの更৽とともに，帳簿書類等をࢄҳ
するままにするような行ҝもある。青色の取
消しなどのߗڧ措ஔは໓ଟに実ࢪされないと
資ྉのσδλϧڌূ。ΜでいるのͩΖうࠐݟ
Խにい，こうした行ҝはより༰қԽしݟࢄ
されるようになった。このݟしは，上記の

「①確定申告などによる納税申告」「③税
務ௐࠪにおける࣭ࠪݕ権の行」にؔ係す
るものではあるが，ʠԾɾӅณʡといった
的な行ҝをわ͟わ͟しなくとも，Մなۃੵ
限りใを出さない，もとより税務資ྉは
ཧしないという課に対応するものであると
。えるݴ
ɹ確かに，こうした事Ҋの一部には，当֘一
事Ҋのために非ৗにେなௐࠪ事務ྔをֻけ
れば，ॏ加算税を課することができるものも
あるかもしれない。ԾɾӅณの認定にނҙ
のཱূは必要ないが，ੵۃ的な行ҝのূڍは
必要となる。このため，ʠաগ申告加算税ʡ
とԾɾӅณを前提とするʠॏ加算税ʡは，ʠա
ࣦʡとʠނҙʡのؔ係にࣅているとݴえるͩ
Ζう。しかし，ٯにݴえば，課税上のαϯΫ
γϣϯには，ʠॏաࣦʡに相当するものの
措ஔはない。この二つの措ஔは，ॏաࣦに相
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当するੈքを，ෟଳ税（加算税）の制度のな
かにઃけたと評価することができるのかもし
れない。確かに，ຊདྷの納税額が300ສ円の
無申告収入金額が1.5ഒ以上といった基४
に満たないものでも，ॏաࣦނҙに相当す
るものはあるかもしれないが，制度վਖ਼に係
るຽ主的な手続きを౿Μͩ上で，「গなくと
もこれより上のൣғであればɺ一般的な納税
ऀからݟてɺʠたͩのࣦ೦ʡとは౸ఈݴえな
い」というൣғをઃけて，一のαϯΫγϣ
ϯの対象としたということである。
ɹ加えて，不記帳ɾ不อ存に対する加ॏ措ஔ
については，今日の記帳制度において，もう
一つのઃ定がなされたのではないか考え
ている。それは，「ࣾձ全ମにおける記帳ɾ
อ存のਫ४のσϑΥϧτをどこにઃ定する
べきかʁ」といういֻけである。
ɹݱঢ়の青色申告制度は，まずσϑΥϧτと
して，事業ऀにとって記帳帳簿書類のอ存
は，ෛ୲がେきくࠔであるという前提に
ཱっている。その上で，税ෛ୲上のԸయを付
༩することで，記帳と帳簿書類のอ存のΠ
ϯηϯςΟϒとしている。確かに，高ྸの不
動産所得ऀなどձ計ࣝ上のऑऀは存ࡏす
る。しかし，そうした納税ऀであっても，
実に申告をしようとするなかで生じるような
গ額の申告࿙れなどであれば，ຊ加ॏ措ஔの
対象にはならない。そのなかで，ձ計ιϑτ
などが手ܰにར用できるようになったࡏݱの
下，引き続き，事業ऀにとって記帳帳ڥ
簿書類のอ存はࠔであるというとこΖをσ
ϑΥϧτとすべきか，1Cձ計ιϑτをっ
て一定の記帳ɾ帳簿書類のอ存を行うことを
σϑΥϧτにすべきかは，今後，ٞが行わ
れる༨地はあるのかもしれない。
ɹ実ࡍに，地Ҭの青色申告ձのձ合にࢀ加す
ると，「青色申告をするのが当然でありɺ白
色申告をαϯΫγϣϯの対象にして΄しい。」
というҙݟを度ʑฉかされる。ྲྀੴにそのよ

うな対応はগʑۃͩΖう。しかし，ຊ݅措
ஔは，一定以上の規の申告࿙れが生じる原
Ҽとなるような不記帳不อ存に対しては，
ݩの青白のスςΠλスのԿをわず，一
のαϯΫγϣϯの対象としたということで
ある。

ʢ�ʣిࢠாอଘ੍に係るՃ算税のՃॏɾ
算ાஔに͍ͭͯݮ

ɹίϩφՒを契ػとして，ܦཧのσδλϧԽ
がٸにਐみ，それにい，ి子帳簿อ存法
がେ෯にݟされた。このなかでも加算税の
加ݮ算の措ஔがઃけられている。一つは，վ
͟Μࢭ措ஔが取られている「༏ྑなి子帳
簿」をར用している場合のաগ申告加算税の
5 にి子σーλにؔ連ٯ，措ஔでありݮܰ％
してվ͟Μ等の不ਖ਼がѲされた場合のॏ加
算税の加ॏ措ஔである。
ɹܰݮ措ஔのझࢫは，令和 3 年度վਖ਼で，ै
དྷのి子帳簿の制度に，վ͟Μࢭ措ஔの取
られないి子帳簿を༰認したことを౿まえ
て，༏ྑなి子帳簿のΠϯηϯςΟϒ措ஔ
としてಋ入したものである。それまで，վ͟
Μࢭ措ஔのないి子帳簿は，実ଶ上，ݫ然
として存ࡏしていた。であるにもかかわらず，
制度上は，あたかも法制度的には存ࡏしてい
ないこととなっていた。このためこのままで
は，վ͟Μࢭ措ஔがߨじられたి子帳簿
のଅਐࡦも適にߨじることがࠔͩとし
て，まずはその存ࡏを制度的にҐஔづけた上
で，༏ྑなి子帳簿のΠϯηϯςΟϒ措ஔ
をߨじたものである。
ɹଞ方，加ॏ措ஔのझࢫはҟなる。こちらは，
令和 3 年度վਖ਼でେ෯にి子帳簿อ存法の要
݅؇和をਤることにい，加えて，取引ใ
であるୈ三ऀから取得した原資ྉのॏ要ੑを
౿まえて，σδλϧσーλのվ͟Μの場合の
加算税を加ॏしたものである。ݴすれば，
適なものͩけ限定的にಋ入を認めるという
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入ޱでの規制措ஔをഇࢭする代ସ的な措ஔと
して，不適なことをした場合の制裁をॏく
することで，出ޱでの規制のみに変更し
たというものである。
ɹこれについては，共通的なみが前提と
なっている。承認制度をめるなどにより，

「そのଞのి子帳簿」など，վ͟Μࢭ措ஔ
のないσδλϧσーλによる帳簿อ存を認め
たことで，帳簿อ存制度が以下の � ஈ֊に
なったということである。

ᾜ）σϑΥϧτとしてのࢴによるอ存とし
て白色（制度上，記帳ٛ務はあるが，実
ଶ的には，適ਖ਼な記帳ɾอ存が୲อされ
ないϨΠϠー）

ᾝ）青色申告の納税ऀ（ࢴによる帳簿書類
のอ存）

ᾞ）վ͟Μࢭ措ஔのないσδλϧอ存（ෳ
式簿記のみ（青色）�そのଞのి子帳簿）

ᾟ）վ͟Μࢭ措ஔのついたσδλϧอ存
（༏ྑなి子帳簿）

ɹઌड़した不記帳ɾ不อ存の措ஔがࣾձ的な
記帳ਫ४のσϑΥϧτを，ΠϯηϯςΟϒが
なければ記帳ɾ帳簿อ存がࠔである，とい
うਫ४にஔくべきか，といういֻけとಉ༷，
ຊ制度は，ձ計ιϑτがී及しつつあるなか
で，目指すべきは，ᾟ）のվ͟Μࢭ措ஔの
ついたσδλϧอ存であり，σδλϧԽ前の
վ͟Μなどに対してݗ制措ஔをߨじたもので
ある。
ɹたͩ，この加ݮ算の規定には，ٞはগな
くない。個人的には，কདྷ的に，σδλϧσー
λの特ੑを׆かすことをࠜຊࢥとし，σδ
λϧσーλでのอ存，σδλϧσーλによる
提ڙ，σδλϧσーλによるௐࠪを前提とし
た帳簿อ存，ௐࠪ手続を原則とする方でݟ
していけばղ消できるのものではないかと
考える。すなわち，書໘の白青をσϑΥϧ
τして，ԸయでσδλϧԽをଅすのではなく，
σδλϧσーλによるอ存ɾௐࠪがσϑΥϧ

τとして制度をҐஔづけ，書໘は，σδλϧ
σーλによるอ存ɾௐࠪに比して非ޮな手
続きとしてҐஔづけられるべきか否かについ
て，ٞ がなされるかもしれない。そのࡍは，

（納税ऀの財務ମྗձ計ɾ*C5Ϧςϥγー
のఔ度によるஈ֊的な措ஔをとる必要はある
かもしれないが，）σδλϧσーλでのอ存
のൣғは，ࡏݱのࢴによる帳簿อ存のൣғよ
りཏ的ɾแ括的なものに֦େした上で，σ
δλϧσーλでの当ہの提ڙを必ਢとす
る，ٛ務的なものとするべきか否かのٞも
なされることが考えられる。

ʢ�ʣແ申告ɾॏՃ算税に係るྦྷظ൜のՃ
ॏાஔ

ɹฏ2�事務年度にվਖ਼された，期間で繰
りฦされる無申告又はॏ加算税対象事Ҋに対
する加ॏ措ஔは，これまでݴ及してきたよう
な「ใのΞΫηγϏϦςΟ」をҙࣝ
としたվਖ਼とは，എܠがҟなる。ฏ25年度
վਖ਼で，長引く金རをഎܠにԆ税の引下
げが行われたのにい，Ԇ税と加算税の
割ҙٛを໌確Խさͤたことがഎܠの一つと
なるͩΖう。
ɹ無申告加算税ॏ加算税の対象となる事Ҋ

（ຊདྷは，「そのଞ不ਖ਼の行ҝによりࠃ税を໔
れた事Ҋ」）であれば，通ৗ，Ԇ税の計算
に当たって，除算期間がઃけられないことか
ら，Ԇ税のෛ୲はେきくなる。ै前，実ଶ
上からݴえば，無申告事Ҋɾॏ加算税ො課事
Ҋについてݟれば，加算税よりも，Ԇ税の
ෛ୲のӨڹ（αϯΫγϣϯのޮՌ）がେきい
と評価することもできた。
ɹしかし，Ԇ税ෛ୲がେきく引き下げられ
たことにより，݁Ռ的にこれら最もॏたいα
ϯΫγϣϯを課するべき事Ҋに係るτーλϧ
のෛ୲がେきくܰݮされることとなった。そ
れࣗମのӨڹは不໌であるが，ࠃ税ிから，
繰りฦされる無申告事Ҋɾॏ加算税ො課事Ҋ
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のαϯΫγϣϯをもっとେきくして΄しい
があったことから，加算税ݟの税制վਖ਼ҙࢫ
としてのෛ୲を引き上げるため加ॏ措ஔをߨ
じることとしたものである。

今後の税上の行上の
αϯΫγϣϯのࡏりํ

ɹこうした動きを౿まえると，ۙ 年のվਖ਼は，
ै前のαϯΫγϣϯの対象行ҝが，申告以前
のԾɾӅณに限定されていたという課に
ついて，申告以前に限定ͤず「ใのΞΫ
ηγϏϦςΟ」の؍からݟしをਤってき
たことが分かるが，あわͤてগなくとも当໘
のෟଳ税を含む税務手続上の۩ମ的なが
いくつかුかび上がってくるͩΖう。たͩし，
以下ड़べるものは，くまで今後の税務上の
行的αϯΫγϣϯがݕ౼されるࡍの方ײ
であり，この؍でൈຊ的なݟしをするべ
きというࣔࠦをҙਤするものではない。
ɹ一つ目は，帳簿อ存ௐࠪ手続は，σδλ
ϧを前提としたもの，σδλϧの特を生か
した制度にしていくべくٞがなされるので
はないͩΖうか。
ɹ特に，帳簿書類等のอ存制度についてݴえ
ば，ձ計γスςϜのී及にい，େきな二ۃ
ԽがਐΜでいる。Քಇ法人において青色申告
の適用割合は97 ʙ 9�％ఔ度にも上る。法人
，業にとって，特にେ規法人にとってはا
青色申告制度で求められる帳簿書類のอ存
は，طにԸయ付༩でଅਐするようなものでは
なくなってきているという指ఠを受けてٱし
い。個人事業主をはじめとするྵࡉ事業ऀか
ら，༗価ূ݊ใ告書を提出するような超େ規
法人にࢸるまでձ計記帳のϦςϥγー
ίスτෛ୲ྗがେきくҟなる非ৗにൣな
納税ऀを青色申告制度のみ一つでཧ
しきれなくなってきたとݴえるのではないͩ
Ζうか。

ɹまずは，ܦཧのσδλϧԽを౿まえ，୯に
ෳ式簿記での࡞ɾอ存ではなく，σδλϧ
σーλでのอ存を原則とし，ࢴอ存をσδλ
ϧϦςϥγーのऑऀけの特例としたような
みとした上で，େ規法人（例ɿ༗価ূ
݊ใ告書の࡞が必要となる超େ規法人），
そのଞの法人，個人の 3 ஈ֊でอ存すべきσ
δλϧσーλのൣғ，σδλϧσーλでの提
出をσϑΥϧτにすることなどでϨΠϠーԽ
するなどした上で，それにう行的な措ஔ

（ෟଳ税を含む）のݕ౼を行う必要があるで
はないかと考える。
ɹΤϯϩϯ事݅ϦーϚϯγϣοΫをܦて，
ձ計ࠪのੈքにおいて，そのࠪ手法は非
ৗに高度ԽがਐΜでいるとฉく。ࠪ法人は，
ࠪ対象ا業から財務ใをσδλϧσーλ
で提出さͤている。また，除されたF�NBJM
SMBDLのσーλをσδλϧϑΥϨϯδοΫ
のٕज़を用いて෮ݩさͤたりϩά等を分ੳし
て，入ྗɾॲཧの日時がिਂであると
いった不ਖ਼のՄੑが高い取引をந出したり
している。
ɹଞ方，税務ௐࠪにおいては，当ہはσδλ
ϧσーλによる提出を求めているのに，େا
業ଆは書໘による対応，1Cのը໘දࣔの
みで対応する場合がগなくない。ձ計ࠪ手
法のσδλϧԽのਐలとはେきなִたりがあ
る。ઓಆػϛαΠϧの時代に，ٍഅٷ
でઓうੈքにดじࠐめられているײがڧい。
ɹ税務ௐࠪは，େا業からࠪใुを得るも
のではなく，中ཱ ɾੑެ ฏੑを؏పしすい。
また，ୈ三ऀをར用した不ਖ਼ࡍࠃ的取引に
係る適ਖ਼ੑのνΣοΫなどについては，特に
業にاとしてのେثみを༗する。ࣾձのެڧ
対して，ࣾձ全ମのスςーΫϗϧμーとして
の納税ऀのެฏײをҡ࣋するためにも，税務
ௐࠪによってಁ໌ੑ適ਖ਼ੑ，ެฏੑの؍
からのνΣοΫが行われるҙٛは非ৗにେき
いとࢥわれる。
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ɹしかし，財務ใܦཧڥのσδλϧԽ
がਐΜでいるとݴっても，ʠ書໘による提 ɾࣔ
提出ʡʠ1Cը໘による提ࣔʡなどを認め
ていては，適ਖ਼課税ެฏײのҡ࣋などは期
できないのではないͩΖうか。ෟଳ税によ
る୲อ措ஔとなるかは，その前提となる特定
の税のॾ制度が対象とするʠあるべきʡの
後にٞされるべきʠ方法ʡのである
が，গなくとも，ܦཧใのσδλϧԽを౿
まえた，帳簿書類のอ存税務ௐࠪ手続等に
係る納税ڥをいま一度ূݕする必要が生じ
てくるのではないかと考える。

ɹ二つ目は，帳簿書類ɾূථ書類等の࡞ɾ
อ存ɾ提ࣔ，࣭又はௐࠪそのもののس
ආ的行ҝの対応がٞの対象となるのでは
ないかと考える。
ɹઌड़のとおり，ূጪ書類をࢄҳするままに
した，適に税務ใを提ڙしない，という
行ҝはかなりݟࢄされるとこΖである。例え
ば，େ法人の税務ௐࠪにおいて，当ہから
特定の帳簿書類を求められたࡍ，法人のίϯ
ϓϥ୲当とห࢜ޢがٞڠして，一؏して当֘
帳簿書類の提出には応じない，応じる場合で
あっても，わ͟わ͟ि間，ときにはϲ月
もの時間をۭけて対応したり，σδλϧσー
λがあるのにσδλϧσーλでの提ڙには応
じないという対応となるというを一部の税
ཧ࢜からもฉかされることがある。こうした
は，ۙ年当ہଆからのݟえるʠ変Խʡとも
一定ූ合している。
ɹಉ༷のঢ়گはେا業に限定したものではな
い。中খا業においても，ௐࠪண手後す͙に，
ཧใが入った1Cをもっܦ営ऀがॏ要なܦ
て所ࡏ不໌になり，ا業からਅに必要な資ྉ
の提ڙを受けられないというケースがある。
ɹこうした事Ҋは，一般的な࣭ٙ等には対໘
ޱ಄での対応はしてはいることから，ࠪݕ
。によるͩΖうگආに当たるかは事Ҋのঢ়س

こうした申告ٛ務の༗無の判அ，申告内༰が
適であるか否かの確認，ԾɾӅณの༗無
を判அするためのใが提ڙされない場合，

，の༗無はともかくࡏհࢥのҙ「ආسࠪݕ」
一定のڐ༰度を越えたような不࡞ҝጱଵと
に対して，Կらかの行上の対گうべきঢ়ݴ
応のՄੑがٞされる༨地はあるかもしれ
ない。
ɹその対応ࡦは，必ずしも加算税である必要
はないͩΖう。طに税ௐでもٞのဲ上
に上ったことのあるࣥ行േかもしれないし，
ਪ計課税的なものかもしれない。いずれにͤ
よ，税に対する「ެฏײをେきく損なうよう
な」行ҝであるにもؔわらず，ԾɾӅณで
はΧόーされていない，一छの不࡞ҝጱଵ
を対象とした対応ࡦがٞされるのではない
かとࢥわれる。
ɹこれには，طに，سࠪݕආに対するܐ事േ
があるではないか，青色申告の取消しがある
ではないかというҙݟがあるͩΖう。これら
についてこの場でৄड़しないが，سࠪݕආの
事േは長く適用されていないという事実がܐ
ある。むしΖ，কདྷ的に，ܐ事േではなく，
税務当ہのみで行的な対応をՄとする
みをٞする必要が生じるのではないかと
考える。青色申告の取消しについては，長く
青色申告をקɾଅਐしてきたというഎܠ，
青色申告がछʑの税制上の特例を受ける݅
となり，取消しを行った場合の法人ଆの財
的ෛ୲が非ৗにେきいことは，േ的な青色
の取消しがੵۃ的に行われなかった要Ҽの一
つになっているのかもしれない。このため，
青色申告の取消しの前ஈ֊としての行制裁
をઃけたりすることもٞの対象になるので
はないかと考える。例えば，ઌ般の不記帳ɾ
不อ存に係る加算税の加ॏ措ஔを一定期間内
にෳ回受けたらࣗ動的に青色申告のスςー
λスの取消しになるというҊも考えられるͩ
Ζう。
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ɹ三つ目は，法定ௐ書など，ୈ三ऀからの
ใ申告のॏ要ੑが今後更に高まってくること
にい，その適ਖ਼ੑを୲อするための措ஔを
。する必要ੑが生じてくるͩΖう౼ݕ
ɹ今日，ϚΠφϙーλϧ連ܞがਐみ，ୈ三ऀ
からのσδλϧσーλによるใ申告を用い
て，税務手続のརศੑがඈ༂的に高まΖうと
している。そうしたなかで，特定の取引相手
をརする等のҙਤをもって，当ہに対してڏ
ِのୈ三ऀใを提ڙしたり，当֘特定の取
引相手のใのみ間引いて法定ௐ書を提出し
たりすることは，ۙ年৽しくߏஙされつつあ
る，こうしたୈ三ऀใを用いた税務手続の
Πϯϑϥの৴པੑ，課税そのもののެฏੑ
をஶしく損なう行ҝとなるͩΖう。
ɹまた，طにωοτ上の売買αΠτでは，領
収書のը૾σーλが売買されているなどして
いる。このようなը૾σーλは，େྔにমき
૿すこともՄであることから，一つ一つは
高額でなくても，൚なӨڹを༩えすい。
ɹこのため，ଞऀの納税額をաগとするため
に通ɾྗڠし，当֘ଞࣾのརӹのために，
する，又はใ申告ڙに提ہのใを当ِڏ
等のใ提ڙをしないといった場合のαϯΫ
γϣϯもٞされるようになるのではないか
と考えられる。これもطに，税ௐにおい
て，納税ऀの不ਖ਼行ҝに対するୈ三ऀによる
加୲ɾ通の対応としてٞされたことが
ある。

おわりに

ɹෟଳ税を含む行的措ஔは，γϯϓϧであ

ることがཧである。しかし，行当ہに対
する裁ྔを基ຊ的に認めないզがࠃ税制を前
提とすれば，ࡁܦ実ଶがਐలɾ変Խするのに
って生じるΪϟοϓをຒめるようなݟし
が必要となり，おのずと制度がෳࡶԽするՄ
ੑが高まるのではないか。γϯϓϧな制度
で，当ہに変Խに対応するための裁ྔを認め
ないなら，ࣾࡁܦձの変Խにうػ不全
不ެਖ਼のൃ生をաするしかなくなるかもし
れない。行当ہの裁ྔを求めているので
はない。こうしたػ不全不ެਖ਼のൃ生を
աするべきでないなら，Ϊϟοϓが生じて
いるとされる類ܕを一つ一つ۩ମ的にূݕ
し，ຽ主的な手続きに則ってੈにいながら
一つ一つృり௵すように対応することは不Մ
ආではないかと考える。
ɹෟଳ税を含む行的措ஔのࡏり方をٞす
るに当たっては，納税ڥに係るॾ制度が，
その時代下においてどういう׆ࡁܦ動ɾ取引
を対象としているのか，そのあるべきঢ়ଶ
ਫ४をどのようにઃ定しているか，そのある
べきঢ়ଶਫ४からどのఔ度ဃした場合に
どのఔ度のαϯΫγϣϯを༩えるべきなの
か，といったݕ౼が必要となる。つまりは，
時代の変Խのなかで一定不変であることはあ
りえず，ৗに変Խし対応し続けることが求め
られる。今回は「ใのΞΫηγϏϦςΟ」
の؍から税務手続上のαϯΫγϣϯの方
ੑについてड़べてみた。そういうҙຯで，ま
ずは，ࣾձの׆ࡁܦ動の実ଶに対して，ݱ行
のॾ制度がどのようにػしているかについ
て，法制上のҐஔづけのみからではなく，
くまで実ଶのଆ໘からのূݕが最ॏ要となる
ものと考える。
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いう。）」を確認するとともに実務上のௐࠪݱ
場を౿まえた事例によるূݕとその対応につ
いてड़べることとする。

ᶗ աগ申告Ճࢉ税

ʢ�ʣො課ཁ݅
ɹ期限内申告書（還付請求申告書を含む。）
が提出された場合（期限後申告書が提出され
た場合において，「無申告加算税（ࠃ通法66
①たͩし書きɾᶋ）」の規定の適用があると
きを含む。）において，मਖ਼申告書の提出又
は更ਖ਼があったときは，その納税ऀに対し，
そのमਖ਼申告又は更ਖ਼に基づき「期限後申告
等による納付（ࠃ通法35②）」の規定により
納付すべき税額に係る10％（期限内申告税額
相当額と50ສ円とのいずれかଟい金額を超え
る部分の税額については，15％）相当額のա
গ申告加算税が課される（ࠃ通法65①②）。
ʢ�ʣաগ申告Ճ算税額͔Βの控除
①ਖ਼当なཧ༝がある場合
ɹ上記（1）に規定するաগ申告加算税の計算
の基礎となった事実のうちにそのमਖ਼申告又
は更ਖ਼前の税額（還付金の額に相当する税額
を含む。）の計算の基礎とされていなかった
ことについて「ਖ਼当なཧ༝があると認められ
る事実」に基づく税額がある場合には，その

はじΊに

ɹ申告納税方式によるࠃ税等においては，納
税ऀがࣗൃ的に申告ɾ納税することとされて
おり，適ਖ਼な申告ɾ納税を確อするために加
算税制度がઃけられている。
ɹ最ۙ，Οζίϩφでのࣾձ׆ࡁܦ動の࠶
開とともに税務ௐࠪもঃʑに૿えており，税
ཧ࢜間からॏ加算税が課されたとのをࣖ
にするようになった。
ɹຊߘでは，աগ申告加算税及びॏ加算税の
ො課要݅とこれに対応する「法人税のաগ申
告加算税及び無申告加算税の取扱いについて

（事務運営指針ɾ最ऴվగ令和 5 年 6 月23日
課法 2 -10ଞ，以下「法人税աগ加算指針」
という。）」，「申告所得税及び෮ڵ特別所得税
のաগ申告加算税及び無申告加算税の取扱い
について（事務運営指針ɾ最ऴվగ令和 5 年
6 月23日課個 2 -15ଞ，以下「所得税աগ加
算指針」という。）」，「法人税のॏ加算税の取
扱いについて（事務運営指針ɾ最ऴվగ令和
5 年 6 月23日課法 2 -10ଞ，以下「法人税ॏ
加算指針」という。）」及び「申告所得税及び
෮ڵ特別所得税のॏ加算税の取扱いについて

（事務運営指針ɾ最ऴվగ令和 5 年 6 月23日
課個 2 -16ଞ，以下「所得税ॏ加算指針」と

特集 3աগਃࠂՃࢉ੫ͱॏՃࢉ੫ͷূݕ
ᴷ্࣮ͷௐࠪݱΛ౿·͑ͯᴷ
ढ़थ◉税理士ٶ
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指ఠ等により，納税ऀがௐࠪのあったことを
ྃしたと認められた後にमਖ਼申告書が提出
された場合のそのमਖ਼申告書の提出とされる

（所得税ɾ法人税աগ加算指針ୈ 1 - 1 ）。
ɹそこで，ྟ場のための日時の連བྷが行われ
たஈ֊でमਖ਼申告書が提出された場合には，
原則として「更ਖ਼があるべきことを༧して
されたもの」に֘当しないこととされる（所
得税ɾ法人税աগ加算指針ୈ 1 - 1 （注））。
ᶆௐࠪ通のղऍ
ɹ上記①及び②における「ௐࠪ通」とは，
その申告に係るࠃ税についてのௐࠪに係る

「納税ٛ務ऀに対するௐࠪの事前通等（ࠃ
通法7�の 9 ①ɺࠃ通令27ᶆ）」に規定する「通
対象ऀɺ開始日時ɺ場所ɺ目的ɺ対象税目ɺ
対象課税期間ɺ対象となる帳簿書類そのଞ物
݅ɺௐࠪを行う৬һの໊ࢯ及び所ଐ署など」
をి又はޱ಄で通される。
ɹ上記②の規定は，納税ٛ務ऀ又は税務代ཧ
権限ূ書に係る税務代ཧ人（税務代ཧ人が
人ある場合には，いずれかの税務代ཧ人）に
対してௐࠪ通が行われた時から，適用さ
れない（所得税ɾ法人税աগ加算指針ୈ
1 - � （1））。そこで，ௐࠪ通が行われた場
合には，ௐࠪ通後にमਖ਼申告書が提出され
たときには，そのௐࠪ通に係るௐࠪについ
て，実地ௐࠪが行われたか否かにかかわらず，
上記②の規定は適用されないので，ཹҙが必
要である（所得税ɾ法人税աগ加算指針ୈ
1 - � （2））。

ᶘ ॏՃࢉ税

ʢ�ʣො課ཁ݅
ɹ上記ᶗ（1）の規定のො課要݅に֘当する場
合において，納税ऀがそのࠃ税の課税ඪ४等
又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全
部又は一部をӅณし又はԾし，そのӅณし

ਖ਼当なཧ༝があると認められる事実に基づく
税額は，աগ申告加算税の額から控除される

。（②通令27ࠃ，通法65ᶇ一ࠃ）
②ਖ਼当なཧ༝があると認められる事実のղऍ
ɹ上記①の適用に当たり，ਖ਼当なཧ༝がある
と認められる事実とは，税法のղऍにؔし，
申告書提出後৽たに法令ղऍが໌確Խされた
ため，その法令ղऍと法人のղऍとがҟなる
こととなった場合において，その法人のղऍ
について相当のཧ༝があると認められるよう
な納税ऀのめにؼすべき事༝のない事実と
される（所得税ɾ法人税աগ加算指針ୈ
1 - 3 ）。
ɹたͩし，税法の不एしくはޡղ又は事実
，認に基づくものはこれに当たらないのでޡ
ཹҙが必要である（所得税ɾ法人税աগ加算
指針ୈ 1 - 3 （注））。
ʢ�ʣࣗओతमਖ਼申告の場合
ઌमਖ਼申告ؔݰ①
ɹ上記（1）の規定は，मਖ਼申告書の提出が，
その申告に係るࠃ税についてのௐࠪ通を受
けた後で，そのௐࠪによりそのࠃ税について

「更ਖ਼があるべきことを༧してされたもの」
でないとき（以下「ؔݰઌमਖ਼申告」という。）
には，աগ申告加算税が 5 ％相当額にܰݮさ
れる（ࠃ通法65①かっこ書き）。
②ਅのमਖ਼申告
ɹ上記（1）の規定は，मਖ਼申告書の提出が，
その申告に係るࠃ税についてのௐࠪ通を受
ける前で，そのௐࠪによりそのࠃ税について

「更ਖ਼があるべきことを༧してされたもの」
でないとき（以下「ਅのमਖ਼申告」という。）
には，աগ申告加算税は課されない（ࠃ通法
65ᶈ）。
③༧してされたことのղऍ
ɹ上記①及び②における「更ਖ਼があるべきこ
とを༧してされたもの」とは，納税ऀに対
するྟ場ௐࠪ，取引ઌの໘ௐࠪ又は納税ऀ
の申告書の内༰をݕ౼した上での非ҧ事߲の
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又はԾしたとこΖに基づき納税申告書を提
出していたときは，そのमਖ਼申告書の提出が
ࣗൃ的なものである場合を除き，納税ऀに対
し，աগ申告加算税の額の計算の基礎となる
べき税額に係るաগ申告加算税に代え，その
基礎となるべき税額に35％相当額のॏ加算税
が課される（ࠃ通法6�①）。
ʢ�ʣ๏ਓ税のӅณຢԾのղऍ
ɹ上記（1）にܝげるॏ加算税のො課要݅であ
る事実のӅณ又はԾの定ٛは，法令上໌確
にされていない。
ɹたͩし，法人税ॏ加算指針において，①い
わΏる二ॏ帳簿を࡞していること，②帳簿
書類のӅಗɾِڏ記ࡌ等があること，③税務
上の損金算入又は税額控除の要݅とされるূ
໌書のվ͟Μɾِڏの申請に基づき書類のަ
付を受けていること，ᶆ簿֎資産に係るརଉ
収入ɾିྉ収入等のՌ実を計上していない
こと，ᶇ簿֎資金をもってһ༩そのଞの
費用をࢧ出していること，ᶈಉձࣾの判定
の基礎となる株主等の所༗株式等をՍۭのऀ
又は୯なる໊ٛ人に分割する等により非ಉ
ձࣾとしていること等のӅณ又はԾに֘当
する不ਖ਼事実の例ࣔがࣔされている（法人税
ॏ加算指針ୈ 1 - 1 ）。
ʢ�ʣ所得税のӅณຢԾのղऍ
ɹ所得税ॏ加算指針において，納税ऀຊ人，
配ऀۮ又はそのଞの等が，①いわΏる二
ॏ帳簿を࡞していること，②帳簿書類のӅ
ಗ，ِڏ記ࡌ等があること，③事業のܦ営又
は取引等について，ຊ人以֎の໊ٛ又はՍۭ
໊ٛで行っていること，ᶆ所得のݯઘとなる
資産（株式，不動産等）をຊ人以֎の໊ٛ又
はՍ໊ۭٛにより所༗していること，ᶇൿಗ
した売上代金等をもってຊ人以֎の໊ٛ又は
Ս໊ۭٛの༬ஷ金そのଞの資産を取得してい
ること，ᶈ各छの課税の特例，所得控除एし
くは税額控除をաେにするため，ِڏのূ໌
書そのଞの書類をࣗら࡞し又はଞ人をして

ࡌઘ収ථ等の記ݯさͤていること，ᶉ࡞
事߲をվ͟ΜɾՍۭのݯઘ収ථ等を࡞し
又はଞ人をしてݯઘ収ථ等にِڏの記ࡌを
さͤएしくはݯઘ収ථ等を提出さͤていな
いこと，ᶊௐࠪ等のࡍの۩ମ的事実について
の࣭に対し，ِڏのห等を行い又は相手
ઌをしてِڏのห等を行わͤていること及
びそのଞの事実ؔ係を૯合的に判அして，申
告時におけるӅณ又はԾが合ཧ的にਪ認で
きること等のӅณ又はԾに֘当する不ਖ਼事
実の例ࣔがࣔされている（所得税ॏ加算指針
ୈ 1 - 1 ）。
ʢ�ʣҙਤɾ特ஈのߦҝにணͨ͠ࡋߴ࠷ࣔ


ɹӅಗ又はԾにおけるଟの裁判例のう
ち，課税ிが「ॏ加算税を課するためにはɺ
納税ऀのしたաগ申告行ҝそのものがӅい
又はԾに当たるというͩけではりずɺա
গ申告行ҝそのものとは別にɺӅい又はԾ
と評価すべき行ҝが存ࡏしɺこれに合わͤ
たաগ申告がされたことを要するものであ
る。しかしɺॏ加算税制度のझࢫにかΜがみ
ればɺՍ໊ۭٛのར用資ྉのӅಗ等のੵۃ
的な行ҝが存ࡏしたことまで必要であるとղ
するのは相当でなくɺ納税ऀがɺ当ॳから所
得をաগに申告することをҙਤしɺそのҙਤ
を֎部からもうかがい得る特ஈの行動をした
上ɺそのҙਤに基づくաগ申告をしたような
場合にはɺॏ加算税のො課要݅が満たされる
ものとղすべきである。」とのॏ要な判ࣔが
ある（最高裁ୈ二খ法ఊ判決ɿฏ 7 年 � 月
2�日）。
ɹまた，ॏ加算税のො課決定ॲ分のੋ否につ
いて૪いが生じた場合には，ॲ分ிにおいて
その課税要݅事実の存ࡏについてそのཱূ
があるとされた裁決例もある（ࠃ税不৹
判所裁決事例ूᶺ5�-9�ทɿฏ 9 年12月 9
日）。



ZEIKEN-2024.11（No.238） 49

ෟ
ଳ
੫
ͷ
͋
Γ
ํ

特集

ᶙ ௐࠪݱ場の事例による
とͦのରԠূݕ

ʲࣄ例 �ʳ
ɹډञを営む個人事業ऀߕに対するௐࠪґ
པが所轄税務署からあった。税務代ཧ人であ
る税ཧ࢜Aは，ߕとଧち合わͤの上，ௐࠪ通
を受けた。

ʬূݕʭ
ɹ税ཧ࢜Aは，ࡶ収入に計上されているۭළ
売٫代金がগなくײじたため，ௐࠪ前に帳簿
書類と原始資ྉのಥき合わͤ行い，その計上
金額を࠶度確認した。ߕは，全て申告してい
るのでେৎとのことであった。
ɹௐࠪݱ場では，ௐࠪからۭළ売٫代金の
一部がՈ໊ٛの通帳にৼりࠐまれているࢫ
の指ఠを受けた。
ɹߕは， 5 年間分のमਖ਼申告書を提出し， 5
年間分のॏ加算税のො課決定ॲ分がされた。

ʬ対応ʭ
ɹ前ड़したᶘ（3）の所得税ॏ加算指針におけ
る「③事業のܦ営又は取引等について，ຊ人
以֎の໊ٛ又はՍ໊ۭٛで行っていること」
がӅณ又はԾに֘当し，ॏ加算税のො課決
定ॲ分がされた。
ɹௐࠪݱ場では，このύλーϯがଟいのでは
ないかとࢥわれる。Ӆณ又はԾの行ҝにつ
いては，特ஈの事がない限り，納税ऀຊ人
がその行ҝを行っている場合ͩけでなく，配
又はそのଞの等がその行ҝを行ってऀۮ
いる場合であっても納税ऀຊ人がその行ҝを
行っているものとして取り扱われるので，ཹ
ҙが必要である。
ʲࣄ例 �ʳ
ɹ不動産ି業を営む個人事業ऀԵに対する
ௐࠪґཔが所轄税務署からあった。税務代ཧ
人である税ཧ࢜Aは，ௐࠪ通を受けた後，
Եとのௐࠪ前のଧち合わͤのࡍ，前ड़した̡ 事

例 1 のrௐࠪݱ場でのݧܦஊをԵと共༗した。
ʬূݕʭ
ɹௐࠪ前のଧち合わͤにより，Եからのใ告
によりறं場収入を一部除֎していたことが
判໌したため，ૣٸに 5 年間分のमਖ਼申告書
を提出し，納税を行った。
ɹௐࠪݱ場では，ௐࠪから収入を除֎して
いたறं場の所ࡏ場所のい合わͤがあった
ため，मਖ਼申告書を提出ࡁみであるࢫをえ
た。
ɹԵは，ௐࠪ対象課税期間であったۙ 3 年
分についてはաগ申告加算税 5 ％，それ以֎
の期間についてはաগ申告加算税は課されず
Ԇ税のො課決定ॲ分がされた。

ʬ対応ʭ
ɹ前ड़したᶗ（3）のとおり，ࣗ主的मਖ਼申告
には，「ؔݰઌमਖ਼申告」と「ਅのमਖ਼申告」
がある。
ɹ事前通によるௐࠪ対象課税期間がۙ 3
年分であったため，その期間に係るमਖ਼申告
はؔݰઌमਖ਼申告とされ，աগ申告加算税 5
％のො課決定ॲ分がされた。それ以֎の期間
はਅのमਖ਼申告とされ，աগ申告加算税は非
課税とされ，Ԇ税のみො課決定ॲ分がされ
た。
ɹ所得税のௐࠪ通があった場合には，申告
内༰にԿらかのٙٛがあるとࢥわれる。ௐࠪ
前に納税ऀとଧち合わͤを行い，当ॳ申告に
相ҧが判໌すれば，ૣ期にमਖ਼申告を行うべ
きである。
ʲࣄ例 �ʳ
ɹҿ৯ళを営むชࣾに事前通が行われず実
地ௐࠪとして，ே 9 時に個人及びళฮにಉ
時にௐࠪが 2 人ずつ๚れた。
ɹชࣾࣾ長から連བྷを受けた税ཧ࢜Aは，「ௐ
ࠪ手続の実ࢪに当たっての基ຊ的な考え方等
について（事務運営指針ɾ最ऴվగ令和 5 年
11月29日課ௐ 2 -�0ଞ）」の 2 - 2（3）に記ࡌさ
れている「事前通を行わない場合の手続」
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に֘当しないࢫ（不実な納税ٛ務ऀ又はௐ
等に֘当しないऀྗڠ否एしくはௐࠪ非ڋࠪ
等）を主ுし，後日税務ௐࠪにཱちձうこと
を約ଋしؼ署してもらった。

ʬূݕʭ
ɹௐࠪݱ場では，30ສ円のൢ売ྭ金のࡶ収
入の計上࿙れがൃ֮した。
ɹௐࠪは，前ड़したᶘ（2）の法人税ॏ加算
指針における「②帳簿書類のӅಗɾِڏ記ࡌ
等があることɺᶆ簿֎資産に係るརଉ収入ɾ
ିྉ収入等のՌ実を計上していないこと」
がӅณ又はԾに֘当し，ॏ加算税をො課決
定すると当ॳ主ுしてきた。しかし，最ऴ的
にはաগ申告加算税10％のො課決定ॲ分がさ
れた。

ʬ対応ʭ
ɹชࣾࣾ長は，個人通帳にৼりࠐまれたൢ売
ྭ金30ສ円を翌月ชࣾに入金していたが，
ชࣾࣾ長とܦཧ୲当ऀとのҙૄࢥ通ができて
おらず，ชࣾࣾ長のԾ金のਫ਼算としてܦཧ
ॲཧが行われていた。
ɹௐࠪは，ॏ加算税のො課決定は行うが，
গ額なので納税する必要はないࢫのઆ໌で
あった。そのࡍ，ࣗらがจষを書いたとࢥわ

れる「確認書」に署໊ԡҹをڧ要してきた。
ɹ税ཧ࢜Aは，確認書のจষを確認し，ชࣾ
ࣾ長がൢ売ྭ金をҙਤして「Ӆณ又はԾ」
したࢫが記ࡌされており，事実と相ҧしてい
た。そこで，確認書を事実どおりの内༰に書
きしてชࣾࣾ長に署໊ԡҹしてもらった。

おわりに

ɹ前ड़したᶘ（�）のとおり，ॏ加算税のො課
決定ॲ分は，「納税ऀのҙਤを֎部からもう
かがい得る特ஈの行動」を行った場合が対象
とされ，そのཱূはॲ分ிにあるとの最
高裁判例及び裁決例がある。そこで，ௐࠪݱ
場では，ཱ ূ書類として納税ऀから「確認書」
に署໊ԡҹさͤるのであΖう。
ɹॏ加算税の対象となると「青色申告の承認
の取消し（法法127）」及び「10年以下の
एしくは1000ສ円以下のേ金にॲされ又は
これをซՊ（法法159ɺ163）」されるՄੑ
も生じるのでཹҙが必要である。
ɹૣく税務ௐࠪをऴྃさͤるために҆қに確
認書に署໊ԡҹをしないようにしたい。

ʤߟࢀจݙʥ
ɾాণีฤஶʰ%)Cίϯϝϯλーϧࠃ税通則法 （ɦୈ一法規）

�ɹɹɹɹ�ɹɹɹɹ�
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制度झࢫがୡされているとはいえないݱঢ়
において，どのようなあり方が考えられるか
考することを目的とする。

� ɽࠃ֎ૹ金ௐॻ๏のՃ算税੍にࢸるܦ
Ңͱݱঢ়

ɹࠃ֎財産ௐ書及び財産債務ௐ書の適ਖ਼な提
出にけたΠϯηϯςΟϒとして，その提出
ٛ務ऀがこれらのௐ書を提出した場合は，ௐ
書に記ࡌされた財産について所得税ɾ相続税
の申告࿙れが生じても，աগ申告加算税の額
又は無申告加算税の額は 5 額される。一ݮ％
方で，これらのௐ書を提出しない場合又は提
出しても記ࡌがない財産についての所得税の
申告࿙れが生じるときは，աগ申告加算税の
額又は無申告加算税の額は 5 ％加ॏされる

ૹ金等ௐ書法֎ࠃ） 6 ①③， 6 の 3 ①②）。
ʢ�ʣࠃ֎財産ௐॻ
ɹࠃ֎ૹ金等ௐ書法における加算税制度の特
例措ஔは，ฏ2�年度税制վਖ਼によるࠃ֎財
産ௐ書制度にてઌにઃけられた。当時，ࠃຽ
のࠃ֎財産のอ༗が૿加にある中で，ࠃ
֎財産に係る所得税相続税の課税࿙れが૿

ᶗ ੍のݱ状

ɹࠃ֎ૹ金等ௐ書法及びి子帳簿อ存法に
は，ࠃ税通則法における加算税制度の特例措
ஔとして加算税の༏۰ɾ加ॏ制度がઃけられ
ている（ 1 ）。
ɹࠃ֎ૹ金等ௐ書法は，༟が所༗する財
産のঢ়گを的確にѲすることで適な課税
と収を行うためにࠃ֎財産ௐ書及び財産債
務ௐ書の提出をٛ務付けるものであり，その
ٛ務の適なཤ行のために加算税の༏۰ɾ加
ॏ制度がઃけられている。また，ి子帳簿อ
存法は，納税ऀに「༏ྑなి子帳簿」の࡞
をଅすことで，ܦཧのޡりをੋਖ਼しすい
で加算税の༏ࢫをࣗらえることをଅすझڥ
۰ɾ加ॏ制度がઃけられている。
ɹຊߘでは，ࠃ֎ૹ金等ௐ書法及びి子帳簿
อ存法の加算税制度について֓આし，特にࠃ
֎ૹ金等ௐ書法における加算税の༏۰ɾ加ॏ
制度のݱঢ়について分ੳすることにより，そ
のझࢫのୡঢ়گについてݕ౼したい。また，

特集 ாอଘ๏ʹ͓͚Δࢠૹۚௐॻ๏ͱి֎ࠃ4
Ճࢉ੫ͷ༏۰ɾՃॏ੍ͷݱঢ়ͱ͋Γํ
◉税理士૿౻ࠤ

（ 1 ）ਖ਼確には，ࠃ֎ૹ金等ௐ書法は，内ࠃ税の適ਖ਼な課税の確อをਤるためのࠃ֎ૹ金等に係るௐ書の提出等
にؔする法。ి子帳簿อ存法は，ి子計算ػを用して࡞するࠃ税ؔ係帳簿書類のอ存方法等の特例に
ؔする法。
ɹࠃ֎財産ௐ書及び財産債務ௐ書にؔするෟଳ税は，ࠃ֎ૹ金等ௐ書法により規定される。
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その申告書に記ࡌすべきその年分の૯所得金
額及びྛࢁ所得金額が2000ສ円を超え，か
つ，その年の12月31日において 3 億円以上の
૯資産又は 1 億円以上の༗価ূ݊等を༗する
場合には，その年の翌年 6 月30日までに「財
産債務ௐ書」を所轄税務署長に提出すること
とされている。また，令和 � 年度税制վਖ਼に
より高額の資産อ༗ऀの財産ঢ়گ等を十分に
Ѳするために，૯所得金額及びྛࢁ所得金
額が2000ສ円以下のऀでも，ऀॅډでその
年の12月31日において10億円以上の財産を༗
するऀは，財産債務ௐ書の提出がٛ務付けら
れることとなった（ 5 ）。
ɹこの制度では，提出を要するか否かの判定
基४として，ैདྷの所得基४に加え資産基४
を加することにより，その提出対象ऀを限
定した上でࠃ֎財産債務ௐ書とಉ༷に提出の
ためのΠϯηϯςΟϒとして加算税制度の特
例措ஔをઃけている。

� ɽిࢠாอଘ๏のՃ算税੍にࢸるܦҢ
ͱݱঢ়

ɹి子帳簿อ存法における加算税制度の特例
措ஔは，令和 3 年度税制վਖ਼によりઃされ，
令和 � 年 1 月 1 日以後に法定納期限が౸དྷす
るࠃ税について適用されている。記帳ਫ४の
Մੑの高ূݕから，事後؍上に資する

加してきているঢ়گを౿まえ（ 2 非）ऀॅډ，（
Ӭॅऀを除く）はその年の12月31日において
5000ສ円を超えるࠃ֎財産を༗する場合に，
その年の翌年の 6 月30日までに「ࠃ֎財産ௐ
書」を所轄税務署長に提出することとされて
いる（ࠃ֎ૹ金等ௐ書法 5 ①）。ಉ制度ઃ
のࡍに加算税制度の特例措ஔは，ਖ਼ऀが損
をしない制度とするための制度的୲อとして
ಋ入された（ 3 ）。
ʢ�ʣ財産࠴ௐॻ
ɹ財産債務ௐ書制度は，ฏ27年度税制վਖ਼
においてઃされた制度である。վਖ਼以前，
財産債務ௐ書と類ࣅした「財産債務໌ࡉ書」
の提出制度があり，所得金額が2000ສ円を
超えるऀについて「財産債務໌ࡉ書」の提出
が求められていた（چ所法232①）。しかし，
その提出は � 割ఔ度にとどまっていた。ま
た，ࠃ֎స出する場合の譲渡所得等の特例の
ઃにࡍし，適ਖ਼ެฏな課税を確อするため
には，อ༗する༗価ূ݊のใѲが不Մ欠
であるとこΖ，ै前の「財産債務໌ࡉ書」で
は時価等が不໌なケースもଟいことから，十
分なものではないと考えられるঢ়گにあった
ことを受けて財産債務ௐ書制度はઃされて
いる（ � ）。
ɹ所得税の申告書を提出すべきऀ又は所得税
の還付申告書を提出することができるऀは，

（ 2 ）٢ߒ二΄かʰվਖ਼税法のすべてɹฏ2�年൛ （ɦେଂ財務ڠձ，2012）616ท。
（ 3 ）ฏ2�年 3 月 6 日ɾऺٞӃ財務金༥ҕһձにおいてޒ十ཛྷ財務෭େਉは，次のようにൃݴしている。

ɹ「ઌ生ޚ指ఠのとおりのݒޚ೦があるとࢥいますがɺ一をしておりましてɺௐ書を提出した場合にはɺ
その財産にؔして申告࿙れがあってもɺ加算税をޒ％ɺ後でわかってもݮ額する。しかしɺௐ書の提出がな
い場合とか記ࡌにޡりがあるという場合に申告࿙れが生じたときにはɺ加算税をٯにޒ％加ॏするという一
छのϖφϧςΟーをՊすということになっておりますしɺさらにॏେなɺނҙのௐ書の不提出ِڏ記ࡌと
いうことがはっきりすればɺ一年以下のまたはޒ十ສ円以下のേ金というେ変ॏいേ則を付してɺ適ਖ਼
な提出にけたΠϯηϯςΟϒとすることにしております。」

（ � ）ؔఓ一΄かʰվਖ਼税法のすべてɹฏ27年൛ （ɦେଂ財務ڠձ，2015）�90ท。
（ 5 ）ੴҪོଠ΄かʰվਖ਼税法のすべてɹ令和 � 年൛ （ɦେଂ財務ڠձ，2022）771ท。また，ಉվਖ਼により，

提出ٛ務ऀの事務ෛ୲ܰݮの؍から，記ࡌをলུՄなগ額財産債務の金額がैདྷの100ສ円未満のՈఉ用
動産（ݱ金ɾඒज़を除く）から，300ສ円未満のՈఉ用動産（ݱ金ɾඒज़を除く）に引き上げられた。



ZEIKEN-2024.11（No.238） 53

ෟ
ଳ
੫
ͷ
͋
Γ
ํ

特集

い令和 3 年度վਖ਼前のి子帳簿อ存法の要݅
を満たす「༏ྑなి子帳簿」は，いわばܦཧ
をࣗらえているもڥりをੋਖ਼しすいޡ
のといえるため，ଞの最限の要݅のみを満
たすి子帳簿とのࠩ別Խをਤり，そのී及を
ਐめるために特例措ஔは，ಋ入されたのであ
る（ 6 ）。
ɹ「༏ྑなి子帳簿」に記された事߲にؔ
してमਖ਼申告書の提出又は更ਖ਼があった場合
のաগ申告加算税の額については，通ৗ課さ
れるաগ申告加算税の額から 5 されݮܰ％
る。たͩし，この措ஔは「༏ྑなి子帳簿」
をଅਐするためのΠϯηϯςΟϒであるた
め，その税額の計算の基礎となるべき事実に
ついて，Ӆณし，又はԾされたものがある
ときは適用がない（ి子帳簿อ存法 � ᶆたͩ
し書）。
ɹまた，スΩϟφอ存又はి子取引の取引
ใについてのి子อ存をしている場合に，そ
れらの記事߲にؔして期限後申告，मਖ਼申
告，更ਖ਼एしくは決定等があった場合のॏ加
算税については，通ৗ課されるॏ加算税を10
％加ॏする措ஔがઃけられている。そのझࢫ
は，「ࠃ税ؔ係書類に係るి࣓的記のスΩϟ
φอ存又はి子取引の取引ใに係るి࣓的

記อ存が行われている場合にはɺࢴによっ
てその書類等をอ存する場合と比してɺෳɾ
վ͟Μ行ҝが༰қでありɺまたɺそのࠟが
残りにくいという特ੑにもؑみてɺこうした
ෳɾվ͟Μ行ҝを未然にࢭする؍」か
らとઆ໌されている（ 7 ）。

� ɽࠃ֎ૹ金ௐॻ๏ͱిࢠாอଘ๏にお
けるՃ算税੍のൺֱͱ๊͑る課

ɹここで，ࠃ֎ૹ金等ௐ書法とి子帳簿อ存
法における加算税の༏۰ɾ加ॏ制度について
一ཡにすると，下දのとおりとなる。
ɹ各制度の༏۰ɾ加ॏ措ஔは，ࠃ税通則法の
加算税にܰݮ又は加ॏされるܗで課され，そ
の税は΄΅ 5 ％で౷一されている。また，
いずれも制度ී及のためのΠϯηϯςΟϒと
して，ࠃ税通則法ではなく各法の中で規定
されている。一方で，各制度の目的のҧいか
ら，例えば財産債務ௐ書の不提出については
相続税のաগ申告加算税及び無申告加算税の
適用がないなど加算税の取扱いがҟなるが
いくつかある。
ɹこれらの制度が比ֱ的৽しくಋ入後も次

（令和 2 年ʙ令和 � 年）のվਖ਼をܦており，
しかも，ࠃ税通則法においてฏ2�年に加算

˙Ճ算税にର͢る༏۰ɾՃॏાஔのҰཡ
ૹۚௐॻ๏֎ࠃ ாอଘ๏ࢠి

�ˎௐॻ࢈ࡒ֎ࠃ ௐॻ࠴࢈ࡒ ༏ྑͳ
ாࢠి

ి࣓తهͷ
ԾӅณఏग़༗ ఏग़ແ ఏग़༗ ఏग़ແ

աগਃࠂ
Ճࢉ੫

ॴಘ੫ ˚ �ˋ ʴ �ˋ ˚ �ˋ ʴ �ˋ ˚ �ˋ ʵ

૬ଓ੫ ˚ �ˋ ʴ �ˋˎ� ˚ �ˋ ʵ ʵ ʵ

ແਃࠂ
Ճࢉ੫

ॴಘ੫ ˚ �ˋ ʴ �ˋ ˚ �ˋ ʴ �ˋ ʵ ʵ

૬ଓ੫ ˚ �ˋ ʴ �ˋˎ� ˚ �ˋ ʵ ʵ ʵ

ॏՃࢉ੫ ॴಘ੫ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʴ��ˋ

ˎ 1 ɹࠃ֎財産ௐ書について，税務ௐࠪのࡍにࠃ֎財産のؔ連資ྉの不提出があった場合には，
更に 5 ％加算等する。
ˎ 2 ɹ令和 2 年度税制վਖ਼により加された。たͩし，その相続税に係る相続人で相続開始年
の翌年分のࠃ֎財産ௐ書の提出ٛ務がないऀ等に対しては非適用となる。

（ 6 ）ੴҪོଠ΄かʰվਖ਼税法のすべてɹ令和 3 年൛ （ɦେଂ財務ڠձ，2021）971ท。
（ 7 ）ੴҪོଠ΄かɾ前ܝ注（ 6 ）9�3ท。
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税制度のվਖ਼が行われたために，ݱ行の加算
税制度はෳࡶԽかつݫॏԽしてきているとい
える（ � ）。
ɹこうしたについては，কདྷ的には制度
のཧを行うことがましいとの指ఠ（ 9 ），
加算税制度のॏ課の方について納税ऀの
実なٛ務のཤ行のҙࣝにかえってϚΠφスޮ
Ռをもたらすとةዧするҙݟがある（10）。

ᶘ ありํのݕ౼

ɹ実ࡍのとこΖ，加算税の༏۰ɾ加ॏ制度は
༗ޮにػしているのͩΖうか。ి子帳簿อ
存法による特例措ஔはࢪ行後の日がઙいた
め，༗ޮな資ྉを得られなかった。そこで，
ຊઅではࠃ֎ૹ金等ௐ書法にߜって，ࠃ֎財
産ௐ書及び財産債務ௐ書の提出ঢ়گから加算
税のΠϯηϯςΟϒ措ஔの目的がୡされて
いるのかを実ূ的に確認したい。

� ɽఏग़ঢ়گ
ɹਤ 1 は，ࠃ税ி「ࠃ税ிϨϙーτ2023」よ
りൈਮしたࠃ֎財産ௐ書の提出݅及び記ࡌ
された財産૯額のਪҠάϥϑである。
ɹࠃ֎財産ௐ書制度は，ฏ2�年度税制վਖ਼
によりઃされ，ฏ26年 1 月 1 日以後に提
出すべきࠃ֎財産ௐ書について適用されてい
る。その提出݅はਤ 1 のとおり，ฏ27年
分は，��93݅であったが，その後ঃʑに૿
加し，令和 3 年分では12109݅であった。全
ମの提出すべき݅が不໌であるため約12ઍ
݅というの評価はできないが，提出݅に
おいて 7 年間で135％の৳びであることは評
価したい。
ɹࠃ税ிは，令和 3 事務年度における所得税
及び相続税の実地ௐࠪの݁Ռ，ࠃ֎財産ௐ書
制度における加算税の特例措ஔを適用した݅
及び対象となった૿ࠩ所得等金額をެදし
ている。
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૯ֹ࢈ࡒ ఏग़݅

˙ਤ̍ɹࠃ֎財産ௐॻのఏग़݅ٴͼ͞ࡌهΕͨ財産૯額

（出యɿࠃ税ி「ࠃ税ிϨϙーτ2023」�3 ท）

����������

（ � ）ฏ2�年度վਖ਼では，ௐࠪ通以後からௐࠪによる更ਖ਼等༧前までのमਖ਼申告書等の提出について加算
税が課される措ஔがઃけられている。

（ 9 ）例えば，֟ 原উ一「加算税制度が納税ऀの税務ίϯϓϥΠΞϯスに及΅すӨڹ」税務େֶߍ105߸（2022）
11ท。

（10）Ӭా金࢘ʰ税務ௐࠪの実ࡍと対応ʙ行動ֶࡁܦからのࢹでʙ （ɦ法令出൛，201�）2�2ท。Ӭాࢯは，ۙ
年のվਖ਼について次のようにةዧしている。「加算税制度は年ʑॏ課の方にありますがɺそれがどのఔ度の
納税ऀ実度ਫ४の下認ࣝにىҼしているのか৺配しているとこΖです。」（ಉஶ2�2ท）。
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ෟ
ଳ
੫
ͷ
͋
Γ
ํ

特集

˙ද �ɹࠃ�֎財産ௐॻ੍におけるՃ算税੍の特
例ાஔの適用ঢ়گ

݅ ૿ࠩॴಘֹۚ

ાஔݮܰ ���݅ ��ԯ����ສԁ

Ճॏાஔ ���݅ ���ԯ����ສԁ

税ி「令和ࠃ） � 年分のࠃ֎財産ௐ書の提出ঢ়گについて」令
和 6 年 1 月）

ɹද 1 をみると，加ॏ措ஔの適用݅329݅
の分未満ではあるが，ܰݮ措ஔの適用݅
が1�6݅ある。全ࠃ規でみても，わずかな
݅ではあるがܰݮ措ஔのԸయをڗ受してい
る納税ऀがいることは評価できよう。しかし，
加ॏ措ஔの適用ऀがܰݮ措ஔの適用ऀの 2 ഒ
を超えているݱঢ়は，ܰݮ措ஔのझࢫがୡ
されていないՄੑをࣔしているともղͤ
る。
ɹ次に，ਤ 2 より財産債務ௐ書の提出݅及
び記ࡌされた財産૯額のਪҠについて確認し
たい。
ɹฏ27年度税制վਖ਼によりઃされた財産
債務ௐ書制度に基づくಉௐ書の提出݅は，
ฏ2�年分では73360݅であったが，その後
は΄΅ԣばいでਪҠしている。令和 3 年分に
ついては75005݅の提出݅ではあるが，ੵ
。的に評価してもඍ૿にとどまっているۃ
ɹ財産債務ௐ書の提出基४には，以前の「財

産債務໌ࡉ書」に比べ৽たに資産額基४がઃ
けられているため，提出が必要な納税ऀの
は以前よりもগなくなっているものとࢥྉさ
れる。しかし，そのをࠩし引いても，ਤ 2
で確認する限り財産債務ௐ書制度にҠ行した
後も，提出にݦஶなҧいがݟ受けられない
ঢ়گであり，以前の制度に比べて提出がվ
ળしているとは評価しがたい。
ɹࠃ֎財産ௐ書も，財産債務ௐ書もともにそ
の制度झࢫがୡされているとはいえないݱ
ঢ়である。

� ɽࠃ税௨ଇ๏におけるՃ算税੍のझࢫͱ
ΠϯηϯςΟϒાஔのझࢫ

ɹこうしたݱঢ়のղ決ࡦを考えるに当たり，
原にཱちฦり加算税制度のझࢫとΠϯηϯ
ςΟϒ措ஔをઃけるຊདྷの目的についてएׯ
考したい。加算税制度は，適ਖ਼な納税をอ
োするための措ஔであり，そのझࢫについて
金子ڭतは，「納税ऀのίϯϓϥΠΞϯスの
ਫ४を高めてɺ申告納税制度および収納付
制度の定ணとൃలをਤるためɺ申告ٛ務およ
び収納付ٛ務が適ਖ਼にཤ行されない場合に
課されるෟଳ税である」とઆ໌している（11）。
また，判例では，「ຊདྷのે税にෟ加してે
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˙ਤ �ɹ財産࠴ௐॻのఏग़݅ٴͼࡌه Εͨ͞財産૯額

（出యɿࠃ税ி「ࠃ税ிϨϙーτ2023」�3 ท）

૯ֹ࢈ࡒ ఏग़݅

（11）金子ʰે税法ɹୈ2�൛ （ɦ߂จಊ，2021）90�ท。
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税のܗ式によりො課ͤられるものであつてɺ
これを課することが申告納税をଵつたものに
対し制裁的ҙٛを༗する」とする判ࣔがあり，
加算税は制裁としてのੑ格を࣋つものと指ఠ
している（12）。
ɹもっとも，加算税の༏۰ɾ加ॏ制度につい
ては，別のੑ格があるとの指ఠがある。一
色ڭतは，加算税の༏۰ɾ加ॏ制度について
税通則法上ɺࠃ」，財産債務ௐ書を例に֎ࠃ
納税ऀのめにؼすことのできない؍٬的な
事がなくɺԾにɺ税法の不ɾޡղ等によ
り納税ऀがޡった確定申告書を提出した場合
であってもɺ当֘納税ऀがࠃ֎財産ௐ書等を
適ਖ਼に提出していたことにより加算税のܰݮ
措ஔを認めるものである。」と，その特を
指ఠしている。その上で，「税法ҧのੋਖ਼
ҧऀに対する制裁を༩えることよりもɺ
むしΖɺ例えばɺ課税ிのใ提ڙをଅす
こと申告納税のҙཉのৢといった課税ி
にとってましい納税ऀの行動をଅすことを
目的とする制度の一つとしてҐஔづけること
ができる」としている（13）。

� ɽ͋る͖࢟
ɹ一色ڭतによるࠃ֎ૹ金等ௐ書法及びి
子帳簿อ存法における加算税についての「課
税ிのใ提ڙをଅすこと申告納税のҙ
ཉのৢ」としてのղऍは，ࠃ税通則法上の

「制裁的」なੑ格とは໌らかにҟなるੑ格を
༩えている。このҧいを౿まえれば，ࠃ֎ૹ
金等ௐ書法とి子帳簿อ存法の提出ঢ়گをよ
りվળさͤるための加算税のあり方として
は，課税ிのใ提ڙ申告納税のҙཉの
ৢをଅすものであるべきことになΖう。つ
まり，加算税の࣋つ制裁的ଆ໘よりも，納税
ऀのίϯϓϥΠΞϯスの上のଆ໘にେきく
ґ存すべきであるとཧղできる（1�）。
ɹௐ書の提出上が納税ऀのίϯϓϥΠΞϯ
スにີにかかわるͩとすれば，加算税
制度の特例措ஔのあるべき方ੑは，加ॏす
る税をよりॏくする方ੑ，不提出につ
いてേ則Խするような制裁ڧԽの方ੑでは
ないͩΖう。むしΖ，加算税制度の特例措ஔ
のझࢫが納税ऀにಧくまで೪りڧくपす
る，ܰݮ措ஔをよりେなものにするなどの
ίϯϓϥΠΞϯスの上に݁び付く方ੑが
ॏ要になるとࢥわれる。

（12）最େ判ত和33年 � 月30日，最高裁判所େ法ఊত和29年（Φ）ୈ236߸法人税額更ਖ਼決定取消等請求上告事݅
ר税務ૌু資ྉ26߸339ทɾ最高裁判所ຽ事判例ू12，（確定）（٫غ） 6 ߸93�ทɾ5A*NS	;026�0602。

（13）一色人「加算税制度の今後の方ੑと課について」税法ֶ576߸（2016）119ท。
（1�）このにؔする最ۙのڀݚとしては，֟原উ一「加算税制度が納税ऀの税務ίϯϓϥΠΞϯスに及΅す

Өڹ」（前ܝ注（ 9 ））がある。



ZEIKEN-2024.11（No.238） 57

には無申告加算税が，ݯઘ所得税の収納付
をଵった納税ऀには不納付加算税が，それͧ
れ原則としてො課される（ಉ法66 1 ߲，67
 1 ߲）。
ɹこれらの通ৗの加算税（ӅณԾ行ҝがあ
る場合にො課されるॏ加算税ではない，原則
的な加算税）の法的ੑ࣭は，「行上の措ஔ」
であるとղされている。
ɹもちΖΜ，法定期限内に適ਖ਼な申告ɾ納付
を行わなかった納税ऀに対する，ϖφϧςΟ
としてのଆ໘を࣋っている（ 1 ）。
ɹ制度झࢫは，「աগ申告による納税ٛ務ҧ
の事実があればɺ原則としてそのҧऀに
対し課されるもの」とされ，「当ॳから適法
に申告し納税した納税ऀとの間の؍٬的不ެ
ฏの実࣭的なੋਖ਼をਤるとともに」，上記「ٛ
務ҧのൃ生をࢭしɺ適ਖ਼な申告納税の実
「げようとするڍをਤりɺもって納税の実をݱ
ことにある（最高裁ฏ1�年 � 月20日判
決）（ 2 ）。

ᶗ はじΊに

ɹෟଳ税には，ࠃ税でみると，各छ加算税（ա
গ申告加算税，無申告加算税，不納付加算税，
ॏ加算税），Ԇ税の΄か，ར子税աଵ税
もある。地方税では，加算金（加算税に相当
するもの），Ԇ金（Ԇ税に相当するもの）
がある。
ɹຊߘは，実務Ոがっておくべき，ෟଳ税
のॏ要基ຊ判例の֓؍になる。最高裁判例の
ੵがある各छ加算税を中৺にԆ税も加
え，各判例の要をཧする。

ᶘ աগ申告Ճࢉ税，無申告
Ճࢉ税，不ೲ付Ճࢉ税

� ɹ੍झࢫ
ɹաগな申告を行った納税ऀには，原則とし
てաগ申告加算税がො課される（ࠃ税通則法
65 1 ߲）。ಉ༷に，無申告を行った納税ऀ

特集 5ෟଳ੫ͷྫᴷ֓؍

ࢁହ࢚◉੨ֶࢁӃେֶ๏ֶ෦ڭत

（ 1 ）ࢁହ࢚「不納付加算税をො課すべきでないʰਖ਼当なཧ༝ʱのղऍᴷݯઘ収制度の特घੑからみたҟ࣭
આの提এᴷ」青ࢁϩーϑΥーϥϜ 7 ר 2 ߸（2019年）1�0ทࢀর。

（ 2 ）最判ฏ1�年 � 月20日ຽू60ר � ߸1611ท。なお，最判ฏ1�年 � 月25日ຽू60ר � ߸172�ทもಉࢫ。無
申告加算税については，େࡕ地判ฏ17年 9 月16日税資255߸ॱ߸1013�，ઍ༿地判ฏ30年 2 月13日税資26�
߸ॱ߸13123，不納付加算税については，େࡕ地判ฏ20年 3 月1�日判λ1276߸109ท等ࢀর。
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ʢ�ʣ�ਖ਼ͳཧ༝がೝΊΒΕͨのɼೝΊΒΕ
ͳ͔ͬͨの

ɹ「ਖ਼当なཧ༝」の༗無が૪われた税務ૌু
は，さま͟まある。最高裁判例として「ਖ਼当
なཧ༝」が認められたものには，①税ཧ࢜不
ਖ਼#事 （݅ 7 ），②スτοΫɾΦϓγϣϯ事

（݅ � Ϧース通ୡվਖ਼事ػۭߤ③，（ （݅ 9 ），が
ある。最高裁判例として「ਖ਼当なཧ༝」が認
められなかったものには，ᶆ相続財産一部除
֎事 （݅10），ᶇฏ和事 （݅11），ᶈ税ཧ࢜不ਖ਼A
事 （݅12），ᶉཆอݥ事 （݅13），ᶊ課税仕入れ
用్区分事 （݅1�），がある。
ɹ特に，変更前の課税ிのݟղに基づく申告
であったとして，納税ऀが「ਖ਼当なཧ༝」を
૪った事例では，ݟղ変更の事実が裁判所に
認定された場合に「ਖ਼当なཧ༝」が認められ

（上記②，③事݅），そうでない場合には否定
される（上記ᶇ，ᶉ，ᶊ事݅）がある（15）。
ɹ税ཧ࢜不ਖ਼事݅では，「ਖ਼当なཧ༝」の༗
無で判அが分かれた。①#事݅では確定申告
を受ཧした税務署৬һが収し税ཧ࢜の不ਖ਼
に共加୲した「ۃめて特घな事」が認め
られたことに加え，納税ऀに適法な納税ҙࢥ
があり，ຊ人のམち度のఔ度もかったと認

� ɹ例֎తにො課͞Εͳ͍ʮਖ਼ͳཧ༝ʯ
ʢ�ʣҙٛ
ɹ通ৗの加算税が原則としてො課される場໘
でも，例֎的に「ਖ਼当なཧ༝」がある場合に
は，加算税はො課されない（ࠃ税通則法65
5 ߲ 1 ߸，66 1 ߲たͩし書，67 1 ߲たͩ
し書）。
ɹこうした「ਖ਼当なཧ༝」は，不当又はࠅで
ある場合をいう（不当ɾࠅઆ）（ 3 ）。۩ମ的に
は，「ਅに納税ऀのめにؼすることのでき
ない؍٬的な事」があって，「աগ申告加
算税のझࢫにরらしてもɺなおɺ納税ऀにա
গ申告加算税をො課することが不当又はࠅに
なる場合」を指す（最高裁ฏ1�年 � 月20日
判決）（ � ）。ଞの加算税もಉ༷である。
ʢ�ʣओுɾཱূ
ɹ加算税がො課されないことになる「ਖ਼当な
ཧ༝」は，その主ுとཱূを，納税ऀが行う
必要がある（最高裁ฏ11年判決ࢀর）（ 5 ）。
աগ申告等をしたのに，加算税がො課されな
いのは例֎的なことであるため，その例֎に
よってརӹを受ける納税ऀのଆが，「ਖ਼当な
ཧ༝」があることの主ுとཱূをෛ
う，ということである（ 6 ）。

（ 3 ）ࢁହ࢚ʰࠃ税通則法のಡみ方 （ɦ߂จಊ，2022年）316ท，322-323ท，32�ทࢀর。
（ � ）最判ฏ1�年 � 月20日ɾ前ܝ注（ 2 ）。
（ 5 ）最判ฏ11年 6 月10日判λ1010߸233ทࢀর。裁判例には，౦ژ高判ত和53年12月19日ু月25ר � ߸1175ท

等もある。
（ 6 ）金子ʰે税法ʤୈ2�൛ʥɦ（߂จಊ，2021年）90�ท，ࢁହ࢚ʰ税務ૌুの法実務ʤୈ 2 ൛ʥɦ（߂จಊ，

201�年）195-196ท，中ඌ＝ࢁହ࢚ʰ৽ɾ税務ૌু入 （ɦ事法務，2023年）2�3ท等ࢀর。
（ 7 ）最判ฏ1�年 � 月25日ɾ前ܝ注（ 2 ）。
（ � ）最判ฏ1�年10月2�日ຽू60ר � ߸312�ท，最判ฏ1�年11月16日判λ1229߸209ท，最判ฏ19年 7 月 6

日税資257߸ॱ߸107�9等。
（ 9 ）最判ฏ27年 6 月12日ຽू69ר � ߸1121ท。
（10）最判ฏ11年 6 月10日ɾ前ܝ注（ 5 ）。
（11）最判ฏ16年 7 月20日判λ1163߸131ท。
（12）最判ฏ1�年 � 月20日ɾ前ܝ注（ 2 ）。
（13）最判ฏ2�年 1 月16日判λ1371߸125ท等。
（1�）最判令和 5 年 3 月 6 日ຽू77ר 3 ߸��0ท。
（15）ࢁହ࢚ʰثになる「税務ૌু」࠲ߨ （ɦιγϜ，2023年）17�ท，ಉɾ前ܝ注（ 3 ）31�ทࢀর。
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定されたのに対し，ᶈA事݅では納税ऀຊ人
にམち度があり，税務署৬һが税行ҝに加
୲した事実はなかったとされたに，ҧいが
ある（16）。

� ɹߋਖ਼の༧
ɹաগ申告後に，「更ਖ਼があるべきことを༧
」ͤず行われたमਖ਼申告等には，事前通
の前であれば໔除事༝（ࠃ税通則法65 6 ߲）
になり，そうでない場合でもݮ額事༝（ಉ
1 ߲かっこ書）になる。そのझࢫ目的は，「ࣗ
ൃ的なमਖ਼申告をྭすること」にある（17）。
ɹまた，໔除事༝を定めたಉ 6 ߲（当時は
5 ߲）の「その申告に係るࠃ税についてのௐ
ࠪがあつたことにより当֘ࠃ税について更ਖ਼
があるべきことを༧してされたものでな
い」場合のҙٛは，次のようにղされている。
すなわち，「税務৬һが申告に係るࠃ税につ
いてのௐࠪにண手しɺその申告が不適ਖ਼であ
ることをൃݟするにるかあるいはそのॹ
となる資ྉをൃݟしʜʜその後のௐࠪがਐ行
しઌの申告が不適ਖ਼で申告࿙れの存すること
がൃ֮し更ਖ਼にࢸるであΖうということが٬
的に相当ఔ度の確実ੑをもって認められる؍
ஈ֊ʜʜにୡした後にɺ納税ऀががて更ਖ਼
にࢸるべきことを認ࣝした上でमਖ਼申告を決
ҙしमਖ਼申告書を提出したものでないこと」
である（؍٬的確実ੑઆ）（1�）。
ɹここにいう「ௐࠪ」は，「納税ऀのमਖ਼申
告等のࣗൃੑの否定につながる内༰のもので
あることɺすなわち申告࿙れのൃݟにつなが

るものであることを要する」とղされてい
る（19）。
ɹ更ਖ਼の༧を定めた各規定の上記の各ղऍ
は，いずれも下ڃ৹の裁判例である。

� ɹແ申告Ճ算税ͱաগ申告Ճ算税のؔ係
ɹ無申告加算税とաগ申告加算税のؔ係につ
いて，྆ऀ「ともに申告ٛ務ҧഎ」で，「ຊ
࣭においては変わりはない」こと，「無申告
加算税の方がաগ申告加算税よりもଟ額であ
ること」から，無申告の場合に課税ிがޡっ
てաগ申告による更ਖ਼ॲ分をしたとしても，
納税ऀに不རӹは生じないとした判例がある

（最高裁ত和�0年判決）（20）。

ᶙ ॏՃࢉ税

� ɹ੍झࢫ
ɹॏ加算税も，通ৗの加算税とಉ༷に，「行
上の措ஔ」であるとղされている。
ɹॏ加算税は，通ৗの加算税をො課すべき事
༝（աগ申告，無申告，不納付）の事実に加
えて，Ӆณ又はԾ（ӅณԾ行ҝ）を行っ
た納税ऀにො課されるものであるため（ࠃ税
通則法6� 1 ߲， 2 ߲， 3 ߲），ॏ加算税は
納税ऀのѱ࣭度が高い。
ɹこのから「制裁」の要ૉは通ৗの加算税
よりもڧく（21），աগ申告加算税とともにॏ
加算税は「行上の制裁」であるとड़べた判
例もある。۩ମ的には，྆ऀ「ともに申告納

（16）ਆ༟「判ղ」最高裁判所判例ղઆຽ事รฏ1�年度605ทࢀর。
（17）౦ژ地判令和ݩ年 9 月26日税資269߸ॱ߸1331�。
（1�）౦ژ地判ฏ2�年 9 月25日判λ13��߸173ท。౦ژ地判令和 3 年 5 月27日税資271߸ॱ߸13569もಉࢫ。
（19）౦ژ地判令和 3 年 5 月27日ɾ前ܝ注（1�）。
（20）最判ত和�0年 2 月 5 日ຽू19ר 1 ߸106ท。
（21）「主؍的の及というҙຯでの制裁的な要ૉはॏ加算税に比してগないものである」と判ࣔされたもの

として，最判ฏ1�年 � 月20日ɾ前ܝ注（ 2 。রࢀ（
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税方式によるࠃ税についてաগな申告を行つ
た納税ऀに対する行上の制裁としてො課さ
れる」と判ࣔされている（最高裁ত和5�年判
決）（22）。

� ɹೋॏॲേのࢭې
ɹ制度झࢫは，ॏ加算税の法的ੑ࣭のٞに
もつながる。もし，法的ੑ࣭として「ܐേ」
とಉじ要ૉがあるとなれば，ॏ加算税をො課
した納税ऀのܐ事ૌুの༗ࡑ判決でܐ事േを
Պすことは，ݑ法がࢭېした二ॏॲേのࢭې
にҧするՄੑがある。ݑ法39は「Կ人
もɺ実行の時に適法であつた行ҝ又はطに無
事上のをܐとされた行ҝについてはɺࡑ
はれない。」として前ஈで遡及ॲേのࢭې
を定めるとともに，後ஈでは，「又ɺಉ一の
൜ࡑについてɺॏͶてܐ事上のをはれ
ない。」と定めているからである。
ɹこのについては，ݹくから最高裁判例の
ੵがある。ॏ加算税の前である税に
ついて，「աগ申告ɾ不申告による納税ٛ務
ҧのൃ生をࢭしɺ以つて納税の実をڍげ
Μとするझࢫに出でた行上の措ஔで」，「法
が税を行ؔػの行手続によりે税の
式により課すべきものとしたことは税ܗ
を課ͤらるべき納税ٛ務ҧऀの行ҝを൜ࡑ
としɺこれに対するܐേとしてɺこれを課す
るझࢫでない」と合ݑの判அをした判例があ
る（最高裁ত和33年判決）（23）。また，ࠃ税通
則法制定前の各छ税法の定めるॏ加算税額に
ついても，「ॏ加算税の֎ܐേをՊしてもɺ
法39にҧするものでないことはɺ当裁ݑ
判所େ法ఊ判決のझࢫとするとこΖ」として，

最高裁ত和33年判決をࢀরして合ݑと判அし
たものもあった（最高裁ত和36年判決）（2�）。
ত和37年に制定されたࠃ税通則法の定めるॏ
加算税についても，最高裁ত和�5年判決がಉ
じように合ݑ判அし，判例変更の必要もない
。આࣔしている（25）ࢫ
ɹ確かに，ܐ事േのうちേ金ܐは金મのࢧ
をࠃՈがڧ制するものであるため，ܐ以
上に，ॏ加算税とॏͶてのേ金は「二ॏॲേ」
にみえなくもない。しかし，ݑ法の規定との
৮は生じないことを，最高裁は一؏してड़
べている。ॏい制裁であるとしても，あくま
で，その制裁は「行上の措ஔ」であること
に変わりがないからである。

� ɹො課ཁ݅
ʢ�ʣաগ申告Ճ算税ͱのؔ係
ɹ税務署長が行ったॏ加算税のො課決定ॲ分
について，その適法ੑが૪われた不申ཱて

裁判所の取消ૌ（ௐࠪ請求ɾ৹ࠪ請求࠶）
ুで，ො課要݅としてのӅณԾ行ҝはない
と判அされた場合，通ৗの加算税の税額部分
もҧ法になるのか，というがある。ॏ加
算税のො課決定ॲ分に，通ৗの加算税のො課
決定ॲ分も含まれているのか，というٞに
なる。最高裁は，աগ申告加算税とॏ加算税
のؔ係について判அしている。
ɹաগ申告加算税のො課決定ॲ分とॏ加算税
のො課決定ॲ分は全く別個のものであるとղ
ऍすれば（ಠཱॲ分આɾ別ҟઆ）（26），ӅณԾ
行ҝがないと判அされた場合，ॏ加算税ො
課決定ॲ分はその全額がҧ法として取り消さ
れることになる。これに対して，ॏ加算税ො

（22）最判ত和5�年10月27日ຽू37ר � ߸1196ท。最判ฏ 7 年 � 月2�日ຽू�9ר � ߸1193ท，最判ฏ1�年 �
月20日ɾ前ܝ注（ 2 ）等もಉࢫ。

（23）最判ত和33年 � 月30日ຽू12ר 6 ߸93�ท。
（2�）最判ত和36年 7 月 6 日ר15ूܐ 7 ߸105�ท。
（25）最判ত和�5年 9 月11日1333߸10ר�2ूܐท。
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課決定ॲ分のなかにաগ申告加算税ො課決定
ॲ分も含まれているとղऍすれば（ಉ一ॲ分
આɾ共通આ）（27），աগ申告加算税をො課すべ
き「ਖ਼当なཧ༝」があるかを別にݕ౼する必
要は残るものの，「ਖ਼当なཧ༝」がない限りは，
աগ申告加算税ො課決定ॲ分の部分について
は適法となり，ॏ加算税ො課決定ॲ分はこれ
を超える部分のみが取り消される。
ɹ最高裁は，աগ申告加算税とॏ加算税の「྆
ऀは相ޓに無ؔ係な別個ಠཱのॲ分ではな
くɺॏ加算税のො課はɺաগ申告加算税とし
てො課されるべき一定の税額にʜʜ加ॏ額に
当たる一定の金額を加えた額の税をො課する
ॲ分としてɺӈաগ申告加算税のො課に相当
する部分をその中に含Μでいる」と判ࣔし（最
高裁ত和5�年判決）（2�），ಉ一ॲ分આ（共通આ）
にཱつことを໌らかにした（29）。この考え方
は，աগ申告加算税に限らず，無申告加算税
不納付加算税でもಉ༷といえ，実務もこれ
を前提に運用されている。
ɹॏ加算税をො課された納税ऀが，課税
を不申ཱてૌুで૪う場合，ຊ税の更ਖ਼
ॲ分等のҧ法ੑの主ுはもちΖΜ，Ծにຊ税
のॲ分が適法な場合でも，ॏ加算税ො課決定
ॲ分はҧ法であることの༧උ的主ுが行えな
いかのݕ౼もすることが，ॏ要になる。この
༧උ的主ுのなかで，ӅณԾ行ҝがないこ
とに加え，加算税をො課すべき「ਖ਼当なཧ༝」

がないことの主ுもしておかないと，ॏ加算
税ො課決定ॲ分の全額が取り消されることに
はならない。このに，注ҙが必要である。
ʢ�ʣӅณԾߦҝにͮ͘ج申告ͱաগ申告の

ҙނ
ɹॏ加算税のො課要݅は，จの規定を分ੳ
すると，①աগ申告等の事実（無申告，不納
付の事実を含む。），②ӅณԾ行ҝ（行ҝ要
݅），③ӅณԾ行ҝに基づく申告（ҼՌؔ
係），ᶆӅณԾ行ҝの主ମが納税ऀである
こと（主ମ要݅）の � つになる（ࠃ税通則法
6� 1 ߲， 2 ߲， 3 。র）（30）ࢀ߲
ɹこのうち，③要݅（ҼՌؔ係）については，
ӅณԾ行ҝにはނҙが必要であるものの，
これに基づく申告については，աগ申告等の
認ࣝは不要であるとղされている（最高裁ত
和62年判決）（31）。
ɹつまみ申告についても，ॏ加算税をො課す
ることはできるとղされている（最高裁ฏ
6 年判決）（32）。②要݅（行ҝ要݅）及び③要
݅（ҼՌؔ係）のղऍとして，ӅณԾ行ҝ
は，աগ申告等とは別に存ࡏすることが必要
であるものの（申告別行ҝ必要આ）（33），ੵۃ
的な行ҝの存ࡏまでは不要であり（ੵۃ的行
ҝ不要આ）（3�），当ॳからաগ申告等をするҙ
ਤがあり，そのҙਤが֎部からもうかがい得
る特ஈの行動がなされ，そのҙਤに基づくա
গ申告等をした場合にはॏ加算税のො課要݅

（26）ੴળ則「判ղ」最高裁判所判例ղઆຽ事รত和5�年度�69ท，ञҪࠀʰෟଳ税のཧと実務 （ɦ͗ΐう
ͤい，2010年）2��ทࢀর。

（27）ੴɾ前ܝ注（26）�69ท，ञҪɾ前ܝ注（26）2��ทࢀর。
（2�）最判ত和5�年10月27日ɾ前ܝ注（22）。
（29）ੴɾ前ܝ注（26）�79ทࢀর。
（30）ࢁହ࢚「ॏ加算税のො課要݅としてのʰ納税ऀʱのղऍのあり方」青ࢁϏδωスϩーɾϨϏϡー ר�1 1

߸（202�年）13-15ทࢀর。
（31）最判ত和62年 5 月 � 日ু月3ר� 1 ߸1�9ท。
（32）最判ฏ 6 年11月22日ຽूר�� 7 ߸1379ท。
（33）ࢁɾ前ܝ注（30）22ทࢀর。
（3�）ࢁɾ前ܝ注（30）22ทࢀর。
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を満たすとղされている（最高裁ฏ 7 年判
決）（35）。たͩし，事例͝とに，৻ॏな判அが
求められるであΖう。
ʢ�ʣओମཁ݅
Ξɹୈ三ऀが行ったӅณԾ行ҝの
ɹॏ加算税のො課要݅としてのӅณԾ行ҝ
は，ॏ加算税をො課される納税ऀࣗが行っ
ている必要があるのか。۩ମ的には，例えば，
確定申告をґཔした税ཧ࢜が，納税ऀのら
ないうちにӅณԾ行ҝによるաগ申告を
行った場合，当֘納税ऀにॏ加算税をො課す
ることはできるか，というがある。
ɹॏ加算税のො課要݅は，ӅณԾ行ҝの主
ମを「納税ऀ」と定め，「当֘納税ऀ」にॏ
加算税がො課されると規定されている（ࠃ税
通則法6� 1 ߲。2 ߲，3 ߲もಉࢫ）。そこで，
主ମ要݅としての「納税ऀ」֘当ੑのと
して，ٞされる。۩ମ的には，納税ऀ以֎
のୈ三ऀがӅณԾ行ҝを行った場合，これ
を行っていない「納税ऀ」のӅณԾ行ҝと
ಉࢹできるか，というである。
Πɹ最高裁の考え方
ɹ最高裁は，税ཧ࢜不ਖ਼A事݅で，主ମ要݅
のॆを否定している（最高裁ฏ1�年 � 月
20日判決）（36）。もっとも，判決ཧ༝をみると，
原則としてӅณԾ行ҝを行っていない納税
ऀにॏ加算税をො課することはできないもの
の，例֎的にୈ三ऀのӅณԾ行ҝを当 「֘納
税ऀ」の行ҝとಉࢹできる場合には，ߠ定で
きるともड़べている。
ɹಉछの事݅をみると，ઌ行した最高裁ฏ
17年判決（A事݅ɾ#事݅ともҟなるC事݅）
は，「Ӆいしɺ又はԾすることについて

ҙࢥの連བྷがあったと認められるのであれ
ばɺຊ݅はʜʜॏ加算税のො課の要݅をॆ
する」とされ，ୈ三ऀ（税ཧ࢜）と納税ऀの
ҙࢥの連བྷをॏࢹするようなઆࣔがあったが

（ҙࢥ連བྷઆ）（37），最高裁ฏ1�年 � 月20日
判決ではҟなる考え方がࣔされた。
ɹ最高裁ฏ17年判決が納税ऀにおける税ཧ
のӅณԾ行ҝを༰認する認ࣝの༗無をॏ࢜
していたのに対し，最高裁ฏ1�年ࢹ � 月20
日判決は，「税ཧ࢜の選又はಜにつき納
税ऀにԿらかのམち度があるというͩけで」
ಉࢹすることはできないとしており，「税ཧ
༿を৴じたɺຊ݅確定申告書の内ݴの࢜
༰をあらかじめ確認ͤずɺ申告書の控え納
付ࡁみの領収ূ等の確認すらしなかった」こ
となどの「མち度」があっても，ಉࢹできる
事はないとաࣦઆを否定している（3�）。
ɹ類ܕと下ڃ৹裁判例
ɹ最高裁ฏ1�年 � 月20日判決は，納税ऀと
ಉࢹできる場合に主ମ要݅のॆを認める考
え方を࠾用した。もっとも，類͝ܕとにどの
ような判அ基४でみるべきかについては，下
૰している。この，චऀࡨ৹の裁判例はڃ
は，ۙ時のจで，①税ཧ࢜ҕ事例（ࣗら
申告をҕしたઐՈである税ཧ࢜がӅณԾ
を行った場合），②法人内部事例（ࣗらの
事業׆動の手としているһै業һがӅ
ณԾを行った場合），③共ಉ相続人事例（相
続人の 1 人がӅณԾを行った場合。被相続
人が行った場合も含む。）の 3 類ܕにཧし，
類͝ܕとの判அ基४の定ཱを提এしたの
で（39），ࢀরされたい。
ɹこのうち，①税ཧ࢜ҕ事例については，

（35）最判ฏ 7 年 � 月2�日ɾ前ܝ注（22）。
（36）最判ฏ1�年 � 月20日ɾ前ܝ注（ 2 ）。
（37）最判ฏ17年 1 月17日ຽू59ר 1 ߸2�ท。
（3�）ࢁɾ前ܝ注（ 3 ）330-331ทࢀর。
（39）ࢁɾ前ܝ注（30） 1 ท。
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最高裁ฏ1�年 � 月20日判決で「納税ऀに
おいて当֘税ཧ࢜がӅいԾ行ҝを行うこ
とएしくは行ったことを認ࣝしɺ又は༰қに
認ࣝすることができɺ法定申告期限までにそ
のੋਖ਼աগ申告ࢭの措ஔをߨずることが
できたにもかかわらず」「これをͤࢭず
にӅいԾ行ҝが行われɺそれに基づいて
աগ申告がされたときに」ಉࢹされるとの判
அ基४が提ࣔされている（認ࣝࢭՄੑ
આ）（�0）。一方で，②法人内部事例，③共ಉ相
続人事例ともに最高裁判例の判அ基४はな
く（�1），令和に入ってからも，さま͟まな下
。৹の裁判例があらわれている（�2）ڃ
ɹ裁判例のを۩ମԽすると，②法人内部
事例では，ୈ三ऀによるӅณԾ行ҝが「納
税ऀ」の行ҝとಉࢹされることがݦஶといえ
るため，注ҙが必要である。③共ಉ相続人事
例では，ۙ時，「共ಉ相続人であり 3 等以
内の」というཧ༝で，ଞの共ಉ相続人の
ӅณԾ行ҝについて主ମ要݅を満たすとし
た裁判例があらわれ（�3），൷判も含めた注目
をूめている（��）。
ʢ�ʣओுɾཱূ
ɹॏ加算税のො課要݅は，通ৗの加算税に加
ॏした税額を納税ऀにො課するものであるこ
とから，その主ுɾཱূは，課税ிにあ
るとղされている（�5）。

ᶚ Ԇ税

ɹԆ税（ࠃ税通則法60）は，「納付の
Ԇに対するຽ事േのੑ࣭」を࣋ち，そのझࢫ
目的は，「期限内に申告及び納付をしたऀと
の間のෛ୲のެฏをਤるとともに期限内の納
付をଅすこと」にある（最高裁ฏ26年判
決）（�6）。

ᶛ まとΊ

ɹ以上のように，ෟଳ税の判例を֓؍すると，
制度झࢫ法的ੑ࣭が最高裁判例によって໌
らかにされており，個別の要݅においても，
基ຊ的な部分についてはઌ例のੵがあっ
た。一方で，個別要݅の判அ基४などには，
最高裁判例がないものもある。特に，ॏ加算
税にはଟの最高裁判例があるものの，ࡉ部
には未ղ໌のが残っている。
ɹۙ年の法վਖ਼でෳࡶԽした加算税制度の個
別要݅などについては，あらたな裁判例があ
らわれ，ٞ がൃ׆Խすることが期される。

（�0）ࢁɾ前ܝ注（ 3 ）330ทࢀর。
（�1）令和時代以前の主な裁判例として，②法人内部事例について，౦ژ高判ฏ21年 2 月1�日ু月56ר 5 ߸

16��ท，金地判ฏ23年 1 月21日ু月572�91߸11רท，ౡ高判ฏ26年 1 月29日ু月61ר � ߸�11ท，③
共ಉ相続人事例について，େࡕ高判ত和57年 9 月 3 日税資127߸733ท，౦ژ高判ฏ1�年 9 月2�日ু月50ר
5 ߸1657ท，େࡕ地判ฏ23年12月16日税資261߸ॱ߸11�36，ࠃ税不৹判所裁決ত和62年 7 月 6 日裁決事
例ू3�ू 1 ท等ࢀর。

（�2）େࡕ高判令和 2 年 1 月2�日税資270߸ॱ߸13372，େࡕ高判令和 2 年11月 6 日税資270߸ॱ߸13�7�，౦ژ高
判令和 3 年 7 月1�日税資271߸ॱ߸135�6，౦ژ高判令和 3 年 9 月15日税資271߸ॱ߸13603等ࢀর。

（�3）౦ژ地判令和 2 年10月29日税資270߸ॱ߸13�7�。
（��）๕એ「判൷」税217ݚ߸（2021年）95ท，長ౡ߂「判൷」税務事例55ר 9 ߸（2023年）2�ท等ࢀর。
（�5）౦ژ高判ฏ1�年 1 月1�日税資256߸ॱ߸10265。中ඌ＝ࢁɾ前ܝ注（ 6 ）2�3ทࢀর。
（�6）最判ฏ26年12月12日判λ1�12߸121ท。


